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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時
平成１４年３月１３日（水）午前１０時　１分　開会
　　　　　　　　　　　　　午後　３時４２分　閉会

１．場所
第二委員会室

１．出席委員

委 員 長� 山本善信 � 副委員長� 藤浦雅彦 � 委　　員� 大澤勝哉

委　　員� 本保加津枝� 委　　員� 木村勝彦 � 委　　員� 石橋徳治

委　　員� 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森川　薫� 助　役　小野吉孝

市長公室理事　奥村良夫�

生活環境部長　前田宜伸　　自治振興課長　南野邦博　　環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　小西　進� 同部次長兼都市計画課長　北野正明　

まちづくり支援課参事　岡田秀樹

土木下水道部理事　栗林昭三　　同部次長兼道路課長　山脇　智

同部参事兼交通対策課長　大場房二郎

１．出席した議会事務局職員

事務局長　八木靖彦 � 同局次長代理　野杁雄三

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１４年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１３年度摂津市一般会計補正予算所管分
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（午前１０時１分　開会）
○山本善信委員長　ただいまから、駅前
等再開発特別委員会を開会いたします。
理事者からあいさつを受けます。森川市
長。
○森川市長　おはようございます。本日、
委員の皆さん方には、何かとお忙しい中、
過日の本会議で付託されました案件につ
きまして、早速、駅前等再開発特別委員
会を開催賜り、まことにありがとうござ
います。本案件につきまして、よろしく
ご審議をいただきまして、可決賜ります
ようお願い申し上げ、簡単でございます
が、開会のごあいさつにさせていただき
ます。なお、この場を一たん退席いたし
ますが、在庁いたしておりますので、ひ
とつよろしくお願い申し上げます。
○山本善信委員長　あいさつが終わりま
した。
　本日の委員会記録署名委員は、本保委
員を指名いたします。
　審査につきましては、議案第１号所管
分及び議案第９号所管分について、一括
で行うことに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　異議なしと認め、そ
のように決定いたします。
　暫時休憩いたします。

（午前１０時２分　休憩）
（午前１０時３分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。
　議案第１号所管分及び議案第９号所管
分の審査を行います。
　補足説明を求めます。まず、都市整備
部長。
○小西都市整備部長　議案第１号、平成
１４年度摂津市一般会計予算のうち、都
市整備部にかかわります部分につきまし
て、目を追って主なものについて補足説
明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３９ペー
ジをお開き願います。款１２、国庫支出
金、項２、国庫補助金、目２、土木費国
庫補助金は、シビックゾーン周辺等まち
づくり構想調査事業補助金でございます。
　続きまして、歳出でございますが、１
６６ページをお開き願います。
　款７、土木費、項４、都市計画費、目
１、都市計画総務費で、旅費のうち、ま
ちづくり支援課のシビックゾーン周辺等
まちづくり構想調査事業にかかわります
普通旅費でございます。
　１６７ページ、需用費では、印刷製本
費のうち、まちづくり支援課にかかわり
ますものは、調査事業に関係いたします
資料作成の印刷費でございます。
　委託料は、シビックゾーン周辺の公共
施設再配置を含め、既存計画との整合、
さらにインフラ整備の検討をトータル的
に調査研究を実施するための委託料でご
ざいます。
　１６９ページ、目２、街路事業費では、
報償費のうち、阪急正雀駅前地区整備事
業に係る地元勉強会への専門家派遣の報
償金でございます。
　旅費では、阪急正雀駅前地区整備事業
及び吹田操車場跡地利用計画調査事業に
係る普通旅費でございます。
　需用費のうち、印刷製本費は、阪急京
都線連続立体交差事業、阪急正雀駅前地
区整備事業及び吹田操車場跡地利用計画
調査事業に係るものでございます。
　次に１７３ページ、目６、再開発事業
では、千里丘西地区市街地再開発準備組
合への補助金でございます。
　以上、予算の補足説明とさせていただ
きます。
　続きまして、平成１４年度の予算概要
説明に引き続きまして、今回の予算で新
規の事業として計上させていただいてお
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りますシビックゾーン周辺等まちづくり
構想調査の委託につきまして、調査の必
要性、並びに本市の基本的姿勢につきま
してご説明をさせていただきます。
　本調査は、市の総合計画におきまして、
総合福祉会館付近から市役所付近にかけ
ての地域において、シビックゾーンとし
ての位置づけ、シビックゾーンの整備を
掲げているものであります。
　この沿線の整備に課題として、公共公
益施設の老朽化や市内各地や市外からの
アクセスの欠如などを指摘しており、そ
の対応の基本方向として、公共公益施設
の高度化・高次化を促進し、さらに市民
活動の拠点として、本市のアイデンティ
ティの確立に向けて進めていくものであ
ります。
　このような位置づけに基づきまして、
今回、シビックゾーンとその周辺に対し
まして幅広い見地からの構想調査を実施
し、関連する基盤整備と併せ総合的な判
断を行うため、本調査をいたすものであ
ります。
　それでは、本調査の必要性につきまし
て、ご説明を申し上げます。
　本調査は、２１世紀のまちづくりの観
点から、本市が進むべきまちづくりにつ
いて総合的な判断が必要となってきてお
り、現在の課題、問題点や将来のあり方
について十分に検討し、明確な目標設定
と、その実現に向けた具体的な手法が戦
略的に整合性が図れるような計画が必要
と考えております。
　そこで、計画的・財政的な両面のバラ
ンスの取れた公共施設の再配置計画など
により、調査研究を実施いたしてまいり
たいと考えております。
　本調査を進めるに当たっては、現在及
び将来的に抱える課題を整理し、短期、
中期、長期の段階的な対応について調査

を実施する必要があるものと考えており、
具体的な事例といたしまして、鉄道によ
る分断や千里丘ガード拡幅に伴いまして、
阪急京都線の踏切存置により、踏切部は
ボトルネックとなることは必至であり、
その総合的な対策として連続立体交差化
が必要となり、新駅を含めた公共施設の
再配置も検討しながら、まちづくりの一
体的取り組みが必要となってまいります。
　以上のような観点から、シビックゾー
ン周辺等まちづくり構想調査委託を実施
する必要があるものと考えております。
　次に、調査に対します基本姿勢につき
まして、ご説明申し上げます。
　本調査を進めるに当たりましては、本
市の財政状況も勘案しながら、事業計画
を組み立て、２１世紀のまちづくりを検
討し、短期、中期、そして長期の展望を
示し、併せて南千里丘まちづくりの新た
な都市核を検討いたしてまいりたいと考
えております。
　また、連続立体交差化を含む整備課題
については、年次スキームや財源計画の
検討を進めながら、国の新たな支援策の
活用による財政負担の軽減が図れる構想
の構築も考えております。
　さらに、本調査区域に隣接いたします
千里丘西地区再開発事業並びに正雀駅前
まちづくりなどとの整合と事業の優位性
について検討を図り、構想全体の実現性
につきまして、平成１６年度をめどに将
来に禍根を残さない構想づくりを進めた
いと考えております。
　また、この時点におきましては、市議
会はもとより、市民の方々や関係機関な
どのご意見をいただきながら、最終的な
事業の成否について判断をいたしてまい
りたいと考えております。
　以上でシビックゾーン周辺等まちづく
り構想調査委託につきましてのご説明と

－�3�－



させていただきますが、お手元にご配付
させていただいておりますシビックゾー
ン周辺にかかわります個別事業に対しま
して、現時点での想定スケジュールにつ
きましては、後ほど北野次長よりご説明
申し上げます。よろしくお願い申し上げ
ます。
○山本善信委員長　生活環境部長。
○前田生活環境部長　議案第１号、平成
１４年度摂津市一般会計予算のうち、生
活環境部にかかわる部分について、目を
追って補足説明をさせていただきます。
　歳出でございますが、１３０ページ、
款３、民生費、項４、生活文化費、目１、
生活文化総務費の積立金、５７万９，０
００円は、総合福祉会館再整備基金積立
金の預金利息で、基金に組み入れるもの
でございます。
　次に、１３７ページ、款４、衛生費、
項１、保健衛生費、目５、環境政策費に
は、昨年１２月２０日に日本鉄道建設公
団から提出されました吹田貨物ターミナ
ル駅（仮称）建設工事に係る環境影響評
価準備書について、市としての意見を取
りまとめるに際し、審査会を設置し、技
術的見地から検討いただくための委員報
酬と審査会開催にかかわります賄い費を
計上させていただいております。
　以上、歳入歳出予算の補足説明とさせ
ていただきます。
　続きまして、議案第９号、平成１３年
度摂津市一般会計補正予算（第５号）の
うち、生活環境部にかかわる部分につき
まして、目を追って補足説明をさせてい
ただきます。
　歳出でございますが、４６ページ、款
３、民生費、項４、生活文化費、目１、
生活文化総務費の２８３万５，０００円
の減額は、総合福祉会館再整備基金利子
で、これは預金の利率低下により、同基

金積立金を減額いたすものでございます。
　以上、歳入歳出補正予算の補足説明と
させていただきます。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　それでは、お手
元にご配付させていただいておりますシ
ビックゾーン周辺に係ります個別事業の
現時点でのスケジュールにつきまして、
ご説明申し上げたいと思います。
　まず、１ページ目にございます吹田操
車場跡地想定スケジュール案につきまし
てでございますが、基本協定の内容等が
遵守され、受け入れ合意に至ったと想定
した場合におきます内容でございまして、
上段にございます公団の計画案では、吹
田貨物ターミナル駅（仮称）施設整備に
約５か年かかるものでございます。
　６年目に開発可能用地が更地化される
ものでございまして、開発可能用地の基
盤整備は区画整理事業を想定いたしてご
ざいます。
　また２年目、ないし３年目にかけまし
て、都市計画手続を実施いたしてまいり
たいというふうに考えております。
　それと並行いたしまして事業計画、実
施計画調査を実施いたすものでございま
す。
　そして、４年目から区画整理事業に伴
う事業認可、さらには換地計画などの手
続を実施させていただくと考えておりま
す。
　そして、開発可能用地が更地化された
場合、６年目より埋蔵文化財包蔵地にも
指定されてございますので、これらのこ
とから文化財調査においても実施してま
いりたいというふうに考えております。
　次に、文化財調査に２か年を要すると
想定すれば、区画整理事業は８年目に着
手いたしてまいります。区画整理事業に
３か年を要すると想定すれば、完了後、
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換地処分に１か年を見ております。
　そして、４年目に街路事業に伴う事業
認可を得て、５年目から８年目の４か年
でもって買収を考えております。そして
基本構想で以前にもお示しさせていただ
いたと思いますが、アクセス道路１の整
備につきましては、本市のまちづくりの
観点から、最低限これは必要なものと考
えているということでございます。
　そして、アクセス道路１の内容は、こ
の次の２ページ目をお開き願いたいと思
います。ここでお示しさせていただいて
おります青色で着色いたしております千
里丘駅の周辺、そして左側におきます山
田川沿いの千里丘４４号線に接続する道
路が周辺整備として、ぜひ必要なものと
私ども考えておるところでございます。
そして、スパン的には元に戻っていただ
きまして、受け入れから完了までの期間
につきましては約１１年かかっていくと
いうことでございます。
　次に、３ページをお開き願いたいと思
います。３ページにつきましては、シビッ
クゾーン周辺のまちづくり想定スケジュー
ル案でございますが、シビックゾーン周
辺まちづくりの構想調査を２か年かけま
して実施を考えておるところでございま
す。そして、老朽化公共施設の整備など、
統廃合も含めました、それらの必要性に
より、以降にその配置計画を実施させて
いただきたいというふうにも考えておる
ところでございます。また、市民プール
の跡地につきましては、短期的に別途Ｐ
ＦＩの検討を進める中でのスケジュール
につきましては、このスケジュール表に
は含まれてございません。
　そして、３年目に事業の採算性やある
いは費用対効果の結果を踏まえ、事業推
進の可否の判断をいただくものといたし
てございます。

　そして、南千里丘地区を推進すると判
断されたと想定した場合におきましては、
３年目に住宅市街地総合支援事業、通常、
住市総と言っておりますが、この地区の
指定手続を実施したいというふうに考え
ております。
　そして、並行いたしまして３年目ない
し４年目に都市計画、というのはあくま
で駅前広場とか接続道路という手続を踏
んでいきたいというふうに考えておりま
す。
　そして、ダイヘンとの計画合意後、ダ
イヘン社内の対応も含めました移転計画
に３か年を見てございます。
　そして、さらに並行させていただきま
して予備設計、事業認可、詳細設計など
に取り組んでまいるところでございます。
　そして、７年目から駅前広場、接続道
路、上下水道などの基盤整備を考えてお
ります。
　そして、並行いたしまして、民間など
による住宅等の建築事業を優良建築物整
備事業制度などの活用により、実施を考
えてまいりたいと思っております。
　また、年間の需要量の関係から、建築
の完了したものから順次、住宅の分譲ま
たは賃貸を開始いたすような行程を組ん
でおります。
　１２年の終わりには、まち開きという
ことで、通算、現在その１年目から１２
年目までの約１２年間が必要というふう
に考えてございます。
　次に、４ページにおきましては、連続
立体交差想定スケジュール案でございま
すが、都市計画手続や詳細設計の委託費
に対する国庫補助を受けるため、国の着
工準備採択が必要となってくるものでご
ざいます。この準備採択を仮に出した場
合におきます、それを想定した場合、次
に都市計画手続や詳細設計を２か年かけ
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て実施を考えております。
　また、それと並行いたしまして買収用
地の測量、さらには用地交渉を実施いた
してまいりたいというふうにも考えてご
ざいます。さらに、それと並行して２年
目に大阪府、そして鉄道事業者、本市に
よる工事施工協定の締結、左端の下から
２つ目の工事施工協定の締結をここで考
えてございます。
　３年目の当初に、用地買収の着手に必
要な国からの着工採択を受けまして、黒
で着色をさせていただいておりますが、
３年目に着工採択を受けさせていただい
た上、仮線敷の確保を図るため用地買収
に着手させていただき、４か年以内の完
了を想定をさせていただいております。
　仮に必要な用地買収につきましては、
並行して３年目から５年目の２か年半で
の買収を想定いたしており、仮線用地の
一定のめどがついた段階におきまして、
５年目に仮設工事に着手をしてまいりた
いというふうに考えております。
　仮設工事は、１か年半を要し、仮設工
事完了後、本線の片側の高架化工事を初
め、第一期工事に着手をいたしてまいり
たいというふうに考えております。
　そして、本線第一期工事は、７年目か
ら８年目の２か年において実施を考えて
おります。
　本線第一期工事完了後、残り片側の高
架化工事、あるいは第二期工事の着手に
つきまして進めていきたいというふうに
思っております。本線第二期工事は、９
年から１０年目の２か年において実施を
考えてございます。
　また、第一期工事期間中に並行して新
駅工事と側道工事に着手を考えておりま
す。新駅並びに側道工事は、二期工事と
同時期に完了とし、８年目ないし１０年
目の３か年において実施を考えておりま

す。
　１０年目の終わりには、連立事業完了
と同時に新駅の開業も合わせて行うもの
と考えております。
　トータル的なスケジュールは、ここで
は本市の区域内におけるスケジュールで
ございまして、他市との関連のスケジュー
ルについては、ここの中には含めてござ
いません。
　次に、５ページでございますが、千里
丘三島線の想定スケジュール案について
でございます。想定範囲におきましては、
総合福祉会館から駅前１号線までの約６
２０メートルを想定いたしてございます。
都市計画道路は、連続立体交差事業によ
る踏切解消を想定すれば、今後、都市計
画道路の見直しが必要となってまいりま
す。この見直しにおきましても現在、大
阪府では検討委員会を発足され、見直し
の指標についても現在取り組まれている
ところでもございます。こういった内容
で今後、もし連立が視野に入れるならば、
こういった都市計画道路の変更も当然考
えてまいらなければならないというふう
にも思っております。
　そして、１年目に予備設計を実施させ
ていただきまして、２年目に事業認可、
そして並行して道路詳細設計を考えてお
ります。３年目からは、用地買収に着手
し、当該道路の沿線には、特に家屋が密
集いたしておりますことから、用地買収
が難航されることも予想される意味から、
この計画では約６か年間の完了を想定さ
せていただいております。６年目から、
用地買収完了部分より工事を着手させて
いただくということでございまして、９
年目におきましては、４か年にて工事を
考えております。
　以上の想定スケジュール案の説明につ
きましては、現時点での最短スケジュー

－�6�－



ルを想定いたしたものでございまして、
事業着手までの期間については含まれて
おりませんが、これは地元などの調整を
含めました、相当、長時間を要するもの
と考えておるところでございます。
　今後の詳細なスケジュールの組み立て
に当たりましては、関係機関との協議に
より、さらにこのスケジュールにつきま
しては精査をしてまいりたいというふう
に考えております。
○山本善信委員長　説明が終わりました。
これより質疑に入ります。本保委員。
○本保委員　ただいま、種々ご説明がご
ざいましたので、まず環境アセスメント
事業の方に関連いたしまして、お聞きを
させていただきたいと思います。
　吹田操車場跡地のことでございますけ
れども、これにつきまして先般、１月２
７日ですけれども、総合福祉会館におき
まして説明会がございました。鉄道建設
公団の方から種々、長時間にわたっての
説明会となったわけですけれども、この
際にかなり市民の方からの声がございま
して、そのときの状況、はっきり言いま
して、かなり内容的には市民の方の声が
せっぱ詰まったものとなっておったよう
に感じました。その際に、一番大きな問
題になりましたのは、市民の了解を得ず
に合意ということは、どういうことかと
いうお話がありまして、まだ合意はして
ないという対応でしたけれども、市民感
情的には状況がよくわかっていなくて、
このようなことになって、この先どうな
るのだと。特に交通関係について、あり
ました。
　あと、こちらの方で感じましたことは、
鉄道建設公団の方の対応が大変、私も参
加させていただいて、一方的な対応のよ
うに感じられました。市民の皆さんに説
明をさせていただくというような状況で

あって、しかるべきではないかと思いま
したが、非常に一方的な言い方で、最初
から最後まで説明会というよりは、話し
て終わるのだというような雰囲気が充満
しておりまして、やはり市民の方はそれ
に敏感に反応されたのだと思いますけれ
ども、実際的な問題を含めて、多くの質
問がなされましたが、回答については一
貫して鉄建公団の方から、既にもう話し
合いはできておりますということで、押
し切ったような形の会合となり、そういっ
た形で全般にわたって終始いたしました。
　市道を使う件について、かなりいろん
なご意見が出ましたけれども、その際に
公団の方は、市道を使う件については摂
津市長の方からの提案によって決めてい
るという話が返答の中でございました。
　あと、もう１件は市の方からの、それ
に対しての答えをというふうに求められ
ましたけれども、ほとんど答えの方がな
されなかったので、それに対してもなぜ
なのだという大きな疑問が残っておりま
した。これらについて摂津市としまして
は、こういった状況を、市民の側からの
声として上がっておりますので鉄道建設
公団に対して、摂津市として何らかの申
し入れをなされたのかどうかお聞きした
いと思います。この申し入れについては、
するべきであったのではないかと思いま
すので、お尋ねしたいと思います。
　過日の産経新聞の方の記事でございま
すけれども、大阪駅北再開発についてと
いうことで、磯村市長のコメントが掲載
されておりました。これにつきましては、
大阪市議会各会派の代表質問が６日から
始まり、ＪＲ大阪駅北側の梅田貨物駅な
どを中心とした大阪駅北地区の再開発に
ついて、磯村隆文市長は、まちづくりの
コンセプトについて国際コンペを行うこ
とに明らかにしたとあります。
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　これは、最終的な合意が摂津市ではな
されていないのにもかかわらず、まちづ
くりのイメージなど国際コンペ実施とい
うふうな形で大々的に発表されておりま
す。これを見まして、移転先の残り半分
の場所の名前が明確になっていない、そ
の部分が余りにも不透明な状況下である
にもかかわらず、大阪市のこのような発
言があったということに対して、このま
までは大阪市に押されて、残り半分の移
転先が未定のまま、吹田のみ完成してし
まって、そのあとはどうなるのだという、
非常に不安感が残るのではないかと、こ
のように危惧いたしました。摂津市とし
ましては、この報道について何らかの申
し入れ、あるいは対応をされたのかどう
かお聞きしたいと思います。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず、１
点目の住民説明会の時点での工事用道路
に市道を使う件でございますが、平成１
１年に実施計画書が出てきまして、それ
に伴います市長意見として、平成１２年
にこの工事用道路に関しては別ルートを
検討しなさいということで、鉄建公団の
方には意見書という形で返しております。
その後、その意見書を踏まえて鉄建公団
との協議を進めておりまして、所轄署等
も含めて協議を進めております中で、い
ろいろな環境の見地や交通安全上の見地
から協議を進めておりましたが、一定、
今回準備書で示されています山田川沿い
ルートと正雀川沿いルートを使うという
のが現時点での公団の意向でございます。
これにつきましては、我々も準備書の段
階で一定の公団の意向であるということ
は認めておりますが、最終的に市として
最終的な工事用道路として使うというこ
とについては、我々としても、まだ認め
たものではありません。

　ですから、今後、またそういう住民の
意見書等が出てくると思いますが、その
辺を踏まえて、先ほど申しました安全上
の配慮、環境上の配慮から、もっと良い
案があるのかどうか、さらに協議は進め
ていきたいというふうに考えております。
　そういう形で、市道を使う件について
市長の提案があったということでありま
すけれども、今申しましたように、市長
からそういうところを使いなさいという
ふうな形で提案があったということは、
１２年１２月に出しました市長の意見書
からも、そういうことはないというふう
に我々は考えております。
　２点目の国際コンペの件ですけれども、
これにつきましては従来から申しており
ますように、大阪市内で取り扱われます
貨物量の２分の１につきましては、鉄建
公団の責任において大阪市内で処理する
ということが基本協定で定められており
ます。これに則って処理されない場合は、
我々としては当然、最終的な受け入れの
合意には達しないと考えておりますので、
その点につきましては今後も大阪市内で
取り扱いされるように鉄建公団の方で確
実に処理されるものというふうに考えて
おります。
　現時点で、そういう国際コンペが大阪
市内で取り扱われているということに関
しまして、市の方から特に大阪市に対し
て申し入れ等はしておりません。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　先ほど委員の方
から、説明会の中で市からの意見がなかっ
たというお話でございますが、具体的な
内容がちょっとわからないところでござ
いますが、一定、私ども、その説明会に
おきましては、あくまで環境アセスメン
トの説明会ということで催しさせていた
だいたような状況でございまして、基本
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協定にかかわります内容であれば当然、
行政が説明申し上げるものでございまし
て、その折には、基本協定の具体的な内
容、大阪市の取り扱い内容につきまして
も、むしろ鉄道建設公団と大阪市が協議
されている関係で、むしろ具体的に鉄道
建設公団の方から説明を加える方がわか
るという意味から、我々といたしまして
も、その説明などについてはいたしてご
ざいません。特に、我々行政にかかわり
ます一定の内容につきましては、私ども
におきましても説明をやってきたつもり
でございます。
　そういった状況の中で、もし抜けてお
れば、具体的にちょっとお願い申し上げ
たいというふうに考えております。
　もう１つは、市民の了解を得ずに合意
というお話もございましたが、あくまで
これは基本協定に基づきまして、行政手
続を開始いたしている関係から、環境ア
セスメントなり、また大阪市の問題なり、
それらの問題が完了すれば、先ほど岡田
参事も申し上げましたように、最終的に
はそういう基本合意でもって合意してい
くということでございますので、現時点
におきましては今、合意したものではな
いということでございますので、ご理解
願いたいというふうに思います。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　今の市道の件でお答えをい
ただきましたが、合意をしていないとい
う、承諾はしていないですね、簡単に言
えば、そういうことですね。ただ、して
いなくても向こうとしては使いますとい
うような説明があったように取れました
けれども、この点についてはいかがでしょ
うか。私の勘違いでしょうか、そういう
ふうに話しておられたように思うんです。
　既に、印象としては、決まっている、
これを行うのだというような説明会だっ

たように思います。
　それと、説明が市の側からなぜなかっ
たのかという、これに対して北野次長か
らお答えをいただきましたけれども、あ
のとき、余り市民の方が市の方はどうな
んだということであったので、一度お答
えになられたと思うんです、その中で。
このときに、市の具体的なプランや最大
限の努力を約束いたしますと、また、履
行していきたいというお話がありました。
これは、詳細は広報にまた後日載せます
けれども、すべての基本方針が合意しな
ければやりませんというお答えだったよ
うに思います。実施できない面もあり、
具体的にそれらがなったときは、摂津市
として説明会、学識経験者等を入れて市
長の方にそういったものを提出して、推
進していきますというようなお話が概ね
あったと思います。これに対して、また
そういうふうにお答えになったんですけ
れども、今はこういう説明を受けている
ときに、後日という、そういう話が納得
できないというふうな声が上がっておっ
たと思います。
　今、私の方にご答弁があったような次
長のご発言があの場であれば、もう少し
よかったのではないかなと、状況的にで
すね。今のような、はっきりとした言い
ようではなかったように取れました。や
はり、きちんとした説明をというふうに
市民が求めているもとは、合意してやる
ぞというのがありましたので、それに対
して合意しなければやりませんというこ
ととの、右と左、全然違う答えが両方か
ら発せられているということに対して不
満の声が上がったんだと思います。２時
間の予定で福祉会館を借りていることに
対しても、市の施設なんだから延長しろ
という声が上がりました。結局、５時前
ぐらいまで、２時から４時ということで
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したが５時前まで、もう、それも無理や
りに現場をたたんで帰ります、帰ってく
ださいという状況で終結したように思い
ます。こういった形の説明会も、またた
びたび取ってくれるんですかと、市民へ
の説明がこの後もあるんでしょうかとい
う問いに対しては、そのときはまたお知
らせいたしますというような対応でしか
なかったように思います。
　市としては、市民の皆さんにご理解い
ただけるようにベストを尽くしておられ
るとは思いますけれども、やはり、ああ
いった場できちんとした説明がなければ、
平成１４年度当初予算主要事業内容の中
に３点目として、つどい、いこい、にぎ
わう好感都市づくりの、魅力づくりのと
ころに吹操跡地利用計画調査事業を上げ
ておられます。これは具体的な調査を進
めますという内容だけが書かれているん
ですけれども、魅力づくりというふうに
設定されている吹操跡地計画は、今では
市民がこれを見られて、あのような状態
の中で何が魅力づくりだというような反
発を買う可能性があるのではないかと考
えますので、その点について、今後どの
ような対応と、また市民からの問いに対
して、今回またアンケート、意見書が返っ
てくるということでございましたけれど
も、どのように処していかれるのかとい
うことをもう一度お聞きしたいと思いま
す。
　もう１点の大阪駅北再開発の中で述べ
られておりました件ですけども、今、お
答えの中には鉄建公団と大阪市が話し合っ
て、責任を持って残り半分の貨物の操車
場を決定しますということでしたという
お話がありました。これは、何か書類に
なっているというか、責任を持ってやっ
てくれると思いますというご発言に対し
て、絶対ということはあり得ないのでは

ないかというふうに思うんです。物事に
は、絶対とつけられることはないという
ふうには言われるかもわかりませんが、
例えば鳥飼の貨物ターミナルの時の例も
ございます。最初の約束よりも大きく上
回った通行量があったり、それで事故が
あって、それを教訓に申し入れをして、
初めて警備に力を入れたというような実
際の例もございますね。こういったこと
の二の舞を、やはり吹田操車場跡地問題
の工事期間中に、やはり断じて起こして
はならないという思いから、このような
ご質問をさせていただいているわけでご
ざいます。
　状況的には、やはり市民としては、あ
と半分どこへ行くのだということが、も
う大半のご意見でした。それに対して明
快なお答えは何一つありませんでしたし、
このような状況の中で、あのような強行
だと感じられるような一方的な説明会が
あった中で約束しますと言われても、信
じられるものかどうか。まさか、やるだ
けやって、だめでしたというようなこと
になったりとか、摂津市に何らかの悪影
響を及ぼすようなことになったりとかと
いうことを心配いたします。市民も、ま
た同様の思いではないかと思います。
　工事の車両がばんばん通りまして、環
境アセス、大丈夫ですという一方的なご
説明がありましたけれども、ものすごく
状況が悪くなって、その挙げ句に違う状
況になりましたなどということがあって
は、これはたまらないことなんでありま
す。その辺も答えの最後は、いつも合意
しなければという最終的なところに落ち
着くわけですけれども、結局、合意がな
くても現実には工事等は進んでいくわけ
でございますから、その辺の期間中の対
応をどのように考えておられるのかお尋
ねしたいと思います。このままでは、や
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はり市民感情を逆なでするだけのことに
なってしまって、本当に市としてせっか
く考えておられる、この魅力づくりの原
点にしたいというような希望は、かなわ
ない方向に行くのではないかと、このよ
うに思いますので、どのようにお考えな
のかお答えをお聞かせいただきたいと思
います。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず、１
点目の工事用道路に関する件でございま
すが、合意がなくても進めるのではない
かという問いだと思いますが、その件に
つきましては、今、鉄建公団が提案され
ておりますルートにつきまして、例えば
我々の市サイドで法的な規制がかけられ
るかというと、なかなか、ここを通った
らだめだとか、そういうことについては
法的な配慮というのは難しいというふう
には考えております。
　ただ、基本協定の中では、住民を含め
まして円滑な合意を図るということで、
そういう約束になっておりますので、そ
の辺の住民との円滑な合意ということで
は、公団にはこの工事用道路を通ること
に関して、そういう道義的な責任は生じ
てくるというふうに考えておりますので、
今後はその辺の円滑な合意というものを
どういうふうにまとめていくのかという
ことを含めて、この工事用通路の件に関
しましては、公団と協議をしていきたい
というふうに考えております。
　工事用通路に関しましては、いろいろ
な、例えば正雀側沿いのルートであれば、
要するに大阪高槻京都線への一方通行で
あるとか、それとか大阪高槻京都線の交
差点部分の処理であるとか、そういうい
ろいろな交通規制とか交差点処理の問題
も絡んでおりますので、一概にその辺を
抜きにして、どこどこが通れるというこ

とは言えませんので、その辺も総合的に
含めて検討する中で、今後また鉄建公団
の方と協議を進めていきたいというふう
に考えております。
　３点目の合意形成がなくても最終的に
は工事が進むということでありましたけ
れども、一定ご質問の中で大阪貨物ター
ミナルの例を挙げておられましたが、大
阪貨物ターミナルにつきましては、取扱
量、工事用車両につきます書面でのきっ
ちりした協定がございません。ですから、
それも踏まえまして今回、吹田貨物ター
ミナルにおいては、そういう同じことを
繰り返さないように、きっちり行政手続
の初めであります基本協定の時点で、そ
ういうことについて取り決めもしており
ますので、そういうことでは、大阪貨物
ターミナルのようなことは起こしてはな
らないというふうに考えておりますし、
まして先ほど合意がなくても工事が進む
ではないかという問いがありましたけど、
これについても先ほど申しましたように、
最終的な受け入れ合意があって、初めて
工事に着手すると。その最終合意のハー
ドルは何かと言いますと、先ほどから問
いがあります大阪市内に残る２分の１、
これの行き先について明白になった時点
で、そういう受け入れ合意がなされると
考えておりますので、それがない限りは、
工事に着手するということはないという
ふうに考えております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　説明会について
の内容でございますが、一定、説明会の
折には、いろいろなご意見がございまし
て、特に大阪市内の取り扱い問題、さら
には説明会の回数が少ない、あるいは時
間が足りないという意見が多うございま
した。やはり、十分市民にそういう事業
計画を説明するのが当然、事業者の責務
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であると。我々もこういう認識はいたし
てございます。
　このような状況の中で、事業者におき
まして、我々の方からも後日、申し入れ
を行っておるところでございますが、一
定その期日、３日間やりますよというこ
とは、お互い、行政が認識いたしている
問題でございまして、さらに住民の意見
で、その回数が少ないとなれば、やはり
本市の問題だけではなく、吹田市の内容
にもかかわってくる問題でございます。
こういったことから鉄建公団といたしま
しても、なかなか説明会の回数をこれか
らふやした形でやっていくというのは、
現在考えておらないというふうにもお聞
きいたしておるところでございます。
　しかしながら我々行政といたしまして
は、住民の方々から、その環境アセスに
伴います内容、詳しい内容と申しますか、
求められた折には、わかる範囲、わから
ない範囲がございますので、できる範囲
は説明をやっていこうかというふうにも
考えておるところでございます。
　また、事業計画の内容につきましても、
我々、何も住民からそういう説明会をし
ていただきたいということは否定的に断っ
ておりません。今後につきましても本市
ができる範囲であれば、説明会にも一定、
地元要望があれば臨んでいきたいと、こ
れは考えておるところでございます。そ
ういった状況の中で、これから十分、こ
の事業内容につきまして地元の理解を得
ながら、またこの事業が進むものであれ
ば、やはり市といたしましても最終的な
判断がまだ残ってございますので、いろ
いろと課題を整理した中で一定の判断を
やってまいりたいというふうに考えてお
るところでございます。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　本市ができる範囲でという

お答えがございました。本市ができる範
囲とは、どういう範囲ですか、ちょっと
理解ができないので教えていただきたい
と思います。
　あと、なぜ吹田市ではなくて摂津市が
先なんでしょうか。単純な、素朴な疑問
で、皆様はなんでそんなことを聞くのか
なと思われるかもわかりませんけど、ど
うして摂津が先なんでしょうか。吹田の
方は、まだこれからというふうな内容以
上のものが出てないように思うんですけ
れども、これから検討しますと、市民と
か議会とか鉄建とか、市として対応、こ
れからしていきますというような記事が
最後だったと思いますけれども、資料を
いただいたのは、なぜ摂津が先にあるの
か。
　それと、あの中で、今後このような説
明会をまた取ってもらえますかという市
民の声に対して、鉄建公団の方の返事は、
こうでしたね。「吹田での今後、説明会
もあるので、よければそちらへ出席して
ください」「わからなければ、そちらの
方で、また聞いてください」「お聞きし
ましょう」。こういうふうな言い方でし
た。はっきり、これは控えておりますの
で、そういう言い方をされました。
　摂津市で、摂津市の市民に対して説明
会をしているのに対して、さらに今後こ
のような会合をしていただけるんですか
という市民の声に、吹田でやりますから、
吹田へ聞きに来てくださいというのは、
これはどういうことか。はっきり言いま
して、私も議員ではありますけれども、
摂津市の一市民として参加させていただ
きましたけど、非常に、何か悔しい思い
をいたしましたね、あの言葉で。それに
対しても、やはり市の方としては今、申
し入れをされてないということでござい
ますか。今おっしゃったように鉄建が大

－�12�－



阪市に説明されるんでという話でご返答
をいただきましたけど、何を言ってもい
いということになるわけですか。あのと
きの状況は、そんな状況ではなかったよ
うに思いますよ。それは、どのようにお
感じになったんでしょうか。市として、
説明の必要があると痛感されたのではな
いかなと、私は見ておりまして、黙って
おられましたけれども摂津市側の参加さ
れた方、非常におつらい思いをされてい
るんではないでしょうかと心の中で思っ
ておりましたけれども、今のお答えでは、
本市ができる範囲で説明会を開かせてい
ただきますということは、どういうこと
かなと思いましたし、種々の約束をして
いますという、予定は未定であって決定
にあらずなんて、よく使いますけれども、
まさに予定であって未定であるという現
況の中で、摂津市の方に着々とこのよう
な準備がなされているのに対して、合意
しなければやりませんということを本当
に言い切れるんでしょうか。それでした
ら、どうしてあんなような説明会が開催
されることになるのでしょうか、この点
についてお聞きしたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　本市ができる範
囲と申します内容につきましてご説明申
し上げたいと思います。以前から、その
説明会の折にも鉄道建設公団側から、一
定、住民からのご意見が、そういう回数
についても、もっとふやしていただきた
いというご意見もあっただろうと思いま
す。この内容につきましては、先ほども
申しましたように、やはり本市だけでは
なく、あくまで吹田市との兼ね合いもご
ざいます。そういった状況の中から、事
業者としては、この説明会の回数につい
ては変更はいたさないというふうな見解

がございます。その中で、我々といたし
ましても、住民がそういう意向であるの
で何とかふやしていただきたいというこ
とも再三申し上げてまいりました。
　しかしながら、依然として鉄建公団と
いたしましては、環境アセスに伴う内容
につきましては、これ以上やらないとい
うふうなお話でございます。そうすれば
本市といたしましても、やはりこのまま
市民の意見を聞かないわけには、これは
まいらないということで、一定そういう
要望もいただいている経緯がございます。
その中で先ほど申しました、本市が説明
できる範囲と申しますのは、あくまです
べての環境アセスの内容につきましては、
ある程度のものは承知いたしております
が、環境サイドといたしましては、すべ
てのものは熟知されてないというふうに
思います。また、住民の方から、そういっ
た説明があった場合、答えられなかった
ら答えられないで、行政、何しとると、
こういうふうな内容も返ってきますので、
我々の説明できる範囲についてはやって
いこうと、これは変わりございません。
しかし、またもう１つの考えにおきまし
ては、進入路の問題がございます。特に
利害関係が絡む部分につきましては、当
然、我々、これは地域住民とも、これか
ら行政と、やはり一体となった取り組み
が必要やということで、もしそういった
説明会であれば、我々行政側におきまし
ても、やはり参加をさせていただいて、
なおかつ説明もさせていただく、この心
積もりはございます。もし、住民からそ
ういった、いわゆる見解の内容がもしご
ざいましたら、我々も積極的に、それは
対応してまいりたいというふうには考え
ております。
○山本善信委員長　前川課長。
○前川環境対策課長　説明会の時期の問
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題なんですけども、これにつきましては
昨年１２月２０日に準備書が出された段
階におきまして、吹田市では環境アセス
条例に基づいて、告知、縦覧という手続
がございます。その手続が行われるに当
たって広報の市民に対する周知が２月で
ないと無理だということもありまして、
我々が１月の広報で掲載して進めたのに
対して、吹田市の方は２月からやられた
ということで、ちょっと時間のずれが生
じたものということで、現在、同じ手続
で今、進んでいるところでございます。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　今、環境アセスについては、
今回これ以上やらないというお答えをい
ただきました。公団の方が、環境アセス
については、もうやりませんというよう
なお話やったと思いますけれども、だか
ら、知りたかったら吹田でやりますから、
吹田に聞きに来なさいという、そういう
言い方でした。
　環境アセスが一番大事なんじゃないん
ですか。摂津市はこれをやって、一体何
が残るのかという、やはり市民感情があ
ると思うんですよ。一体、これをやって
何の得になるんですかという声をたくさ
ん聞きました。緑化が進みますというふ
うにはお答えしました。だけど、それだ
けでしょう。あそこ、きれいになるんで
すか、広くなるんですか、どんなメリッ
トがあるんですか、メリットはそれだけ
ですか、デメリットはどれだけあるんで
すかって、どんどん通行車両が、トラッ
クが土砂を満載して走って、ほこりは出
る、ただでさえ傷んでいる摂津市内の府
道がさらに傷む。本当に、これをやる価
値がどこにあるんですかと。また、第２
次、第３次行財政改革まで行こうとして
いるこの段階で、たくさんのお金をかけ
て、一体何になるんですかという、やは

り素朴な、これは疑問だと思うんですけ
れども、今、何もやってない時の数値を
測って、こんだけのものが出ましたから
大丈夫ですという答えに、そうですかと
いうふうに納得できるものかどうか。
　皆さんが現実に、本当に自分の家の前
をどんどん車が通るようになれば、どう
お感じになりますでしょうか。そのこと
に対して、もう環境アセスについては、
これで説明は終わりですと、３回摂津市
はやりましたと、こういった本当に木で
鼻をくくったような言い方で突き放され
て、なぜ抗議をしないのかというふうに
感じました。
　この状況の中で１月２７日からきょう
まで約１か月半の間、本市ができる範囲
でとおっしゃいましたけれども、住民に
対しての説明会に対して、どのような取
り組みをされましたか。それについて、
お尋ねしたいと思います。
　吹田市に対しては、あのように吹田市
の、もちろん向こうに行くわけですけれ
ども、意向をきちんと受けとめてされて
いるのに対して、摂津市に対しては、な
ぜあのような対応をされるのか疑問に思
いますので、やはりこの点は、しっかり
と市として言っていただきたいと、この
ように思います。
　前回も市民の足、交通渋滞等は懸念が
ありませんかと、平成６年の交通調査で
年数がたっているのに、車もふえている
のにこれでいいんでしょうかといったと
きには、市内は大丈夫ですと、渋滞は起
こりませんと断言された記録が残ってお
りますけれども、現実には徐々に徐々に、
十高線も通ります、そのような形で少し
ずつ、なし崩し的に道路を使うというこ
とが入ってきているように感じますが、
いかがでしょうか。
　ですから先ほど申しましたように、じ
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りじりと外堀を埋めていくような形で合
意を待たずしても着工されるのではない
かという不安が払拭できないわけでござ
いますので、この辺についてもう一度お
考えをはっきりした形でお聞かせいただ
きたいと、このように思います。
○山本善信委員長　答弁の方として、今
回、説明会を開いた意味と、それから、
これから事業が進んでいくことについて
の行政手続なり何なりと、あるいはまた、
それから後の影響等についてと、ごっちゃ
になった話になってますから、その点を
きちんと整理して現在の時点で考えられ
る話をきちんと答弁してください。前川
課長。
○前川環境対策課長　環境アセスの手続
について、若干ご説明させていただきた
いと思うんですけども、準備書が昨年１
２月に出されて以降、縦覧１か月、その
間に説明会と、これにつきましては、事
業者が説明会をやりなさいという手続上
のことがございます。それに基づいて３
回やられたという経緯がございます。
　その後、縦覧期間１か月プラス１４日
という形で市民からの意見を求めるとい
う形で、今、手続が進められているとこ
ろでございます。それらの市民の意見を
聞きながら、今後、準備書について技術
的な見地から審査会という、学識経験者
で大気なり、騒音なり、具体的にこの影
響について、どうやというような検討を
いただきながら、準備書に対する市長の
意見として取りまとめていくという、こ
ういう手続に入っている段階でございま
す。だから、今後、技術的な検討として
は審査会の場で一応、検討していただく
と、市民の意見も含めて、もちろん工事
車両の件もございますので、その辺は十
分検討していただいた上で、準備書に対
する市長の意見という形で公団の方へ市

としての意見を出していくという手続で
ございますので、今、説明会が不十分と
言われているんですけれども、あくまで
もこれは環境アセスの手続の一環として
の説明会という形で、住民については、
あと、意見を出していただく場もありま
すんで、十分それら我々としては検討の
中に含めていきたいというふうには考え
ております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　住民に対しての
取り組み内容についてでございますが、
本市につきましても、この吹操跡地の問
題に対します内容につきましては、やは
り構想段階からお示しを広報を通じた中
でやってまいったところでもございます。
　また、平成１０年、１１年に本市の吹
操の基本構想を組み立てた段階におきま
しても、いろいろとその施設メニューと
か、今後の内容とか、そういったものを
掲載させていただきながら、市民に周知
を図ってまいりました。
　さらには、その基本協定内容につきま
しても１１年１月に締結をいたした内容
につきましても、既にお示しいたしてき
た内容もございます。こういった状況の
変化に伴いまして、やはり住民に知らせ
る、当然、説明責任があるということで
ございまして、それらにつきましても十
分やってまいりました。
　そして、なおかつ今回、準備書が出て
まいりました。準備書が出てまいった折
には、本市におきましても、この段階に
おきまして住民説明会に入っていくとい
うことも以前からもこの委員会でもって
ご報告も申し上げておりましたとおり、
この説明会を開催しながら、今後そういっ
た基本協定に基づく内容が履行するよう
な内容に、本市としても今後詰めていき
たいというふうにも考えておりまして、
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最終的にこれらの基本合意の内容が履行
されなければ、本市といたしましても何
遍も基本合意という言葉が出ております
が、それには至らない。そういった、大
阪市の問題も含めて、環境アセスの問題
も含めて、最終的に住民の合意が得られ
るならば、そこで初めて基本合意に達し
ていきたいというふうにも考えておりま
すので、その点、ご理解願いたいという
ふうに思います。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　別に言葉尻をつかまえて、
どうのこうのと言ってるわけではござい
ませんのですが、今ご説明のありました
「環境アセスの一環として」、先ほどは
「環境アセスについては」、ちょっと意
味が違うんじゃないかと思うんですが、
ただこのような状況を今から市の方は、
審査会をつくって検討していくと、だけ
ども市民は既にどうなっているんやとい
うことで、すごい思いでこれを皆、じっ
と見てるわけですね。だから、吹操どう
なるのっていう声が、今、これで持ちき
りだと考えていただいても大げさじゃな
いと思います。
　福祉会館で１月２７日に鉄道建設公団
の説明会があったことに対して、あそこ
に列席されてました理事者の方々が、ど
のような形で、どなたにご報告をされた
のかお尋ねしたいと思うんです。当然、
報告はされていると思うんですよ。公団
と大阪市の方がやってるからといって、
私ども摂津市の方の説明会ですからね。
そのときに、あの状況をそのまま報告さ
れて、じゃあこうしようというふうな意
見があったのかどうか。何もなく、そう
かというふうに終わったのかどうか、そ
の辺についてお聞きしたいと思うんです。
　私たちにとっては、ずっとこういうふ
うに、いろんなことをこういうふうにや

ります、ああいうふうにやりますと、こ
ういうふうに委員会でお示しいただいて
おりますけれども、これは何のためかと
いうことをやはり、そんなのはわかって
いると思われると思いますけれども、や
はり市民のために、摂津市をよくしてい
くために、ともに力を合わせてやってい
こうとされているわけです。それが、肝
心の市民が置いてきぼりにされた形で、
合意がなければ進みませんの一点張りで
済ませるものかどうか、そのように考え
ますので、その辺についてお答えいただ
きたいと思います。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　今、本保委員の質
問の中で、１月２７日、福祉会館での説
明会の中の意見のやりとり等については、
私は報告を受けております。　
　その中で１つ思ったことについては、
あくまで鉄道建設公団というのは国の役
人で、誠意がないなというのが１つ感じ
取った内容でございます。それに対して
一定、今後についてはそういうようなこ
とのないように鉄道建設公団に対しても
申し入れしていかなければならないであ
ろうということであります。
　それと、市民からいろいろなご意見が
あったわけでございますけども、今、環
境対策課長並びにうちの次長、参事がご
答弁してますように、市としては今後、
そういういろいろな疑問点等について意
見が市民から市に対して出てきます。そ
の中で、本来は１３年度中に審査会をす
るという予定をしておったんですけども、
工程的な時間の問題があるので、多分１
４年度の早い時期に各委員を選定されて
審査会をやるということについては、昨
年１２月２４日か２５日でしたか、本委
員会の中で今後の市の方針としてご説明
させていただいた経緯があると思います。
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我々としては、そういう中で、今後、環
境対策についてのフローは、一定の説明
をさせていただきながら、住民説明等々
についてもこの時期ぐらいに考えてます
よということの中で皆様方にご報告をさ
せていただいて、一定のご理解をいただ
いたというふうに判断をさせていただい
ているわけでございます。
　それを受けまして、市としては市の広
報等についても、アセスについてこうこ
うの地域でやりますよということを市民
に周知するべき広報活動をさせていただ
いたというのが過去の取り組みでござい
ます。この前の説明会で一番大きかった
問題としては、やっぱり委員ご指摘の、
残りの２分の１の問題がどうなのかとい
うことは一番質問が多かったように私も
記録の中では感じておるわけでございま
すけれども、これについては昨日の本会
議の中でも、あくまでこれの環境対策と、
大阪市の問題については行政手続の中で
進めていただきますと、それらをクリア
させていただいた中で、市としては審査
会を開きながら、その後、また影響評価
書が多分出てくると思います。それらに
ついても市として、さらに判断しなけれ
ばならないであろうと。
　もう１点は、大阪市の問題についても
市としての考え方については、過去から
も言うてますように、大阪市と国との確
約書並びに覚書等がない限りは、貨物駅
の受け入れ合意はしないよということは、
過去ずっと言うてきている内容でござい
ます。これについては、本市だけでなく
吹田市も同じ考え方でございます。です
から、それらの前さばきとして、今、環
境影響評価もさせていただいているとい
うことでご理解を願いたいと思います。
　なお、新聞報道で、大阪市長がこの３
月議会で国際コンペ等を実施するという

ことは、私も承知しておるわけでござい
ます。これについては、大阪市としては
一定、準備を進めておられるという理解
をしております。
　それと並行して、残りの２分の１につ
いては、鉄道建設公団と大阪市は、いろ
いろ協議されているように聞いておりま
すので、それらが十分合意でない限りは、
梅田については残るんだという判断をさ
せていただいてます。これについては、
去年の鉄道建設公団からの影響評価等に
ついての議会への説明がありました。そ
の中で、野口委員の質問の中で、私は大
阪市の残りの２分の１が確立しない限り
は、仮に吹田を受け入れしても１００万
トンですよと。ところが現在、２００万
トン強扱ってますので、場合によっては
梅田に残るであろうということは答弁さ
せていただいたことがあります。
　国の考え方は、もともとは２１ヘクター
ルぐらいの処分用地があるんです。その
中で貨物が使うてるのが１４ヘクタール
強であります。ですから、国にしては残
りの７ヘクタールぐらいは早期に処分し
ていきたいということであります。残り
の１４ヘクタールについて、今、貨物と
して２００万トンの扱い高の施設を持っ
ておられるということの１４ヘクタール
の２分の１の７ヘクタールぐらいを仮に
吹田へ移動しても、残りの大阪市の他の
施設で合意がない場合については、吹田
へも合意もしないし、場合によっは梅田
へ存続されるんであろうなというのが我々
の考え方であります。
　いずれ、そういうことが明らかになっ
た段階でも本委員会にもご相談させてい
ただきながら、最終的な合意になろうと
思いますけども、まだ当分先であるんじゃ
ないかなというように私は判断しており
ます。そういうことの中で、一定のご理
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解をお願いいただきたいと思います。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　今おっしゃいました答弁に
ついては、参考資料として読ませていた
だいております。しかしながら、前回の
説明会のときには残しますというような
答え説明は、なかったように思います。
要するに、まだ未定ですよという答えだ
けだと思います、残り半分に対しては。
けれども、きちんとした答えを聞きたい
という市民の意見に対して、こうします、
ああしますではなくて、とにかくここに
出てる説明を、スライドとか張ったので
されてる以上のことをお答えにはなって
いなかったと思います。
　今、小西部長の方からお答えいただき
ましたけれども、報告を受け取って誠意
がないと感じたと言われましたね。誠意
がないと感じられたのに、申し入れをさ
れなかったんですか、鉄道建設公団に対
して、あるいは大阪市に対して。それを
する必要はないものでしょうか。やはり、
市民感情を考えたときに、あの状況をき
ちんとご報告を受けておられるんでした
ら、何らかのアクションがあってしかる
べきではなかったかと思いますし、行政
評価書の中でも説明責任ということで、
アカウンタビリティが実施されるという
ふうに、それがやはり市民との協働のも
とになっていくんだというふうな内容の
ことも書かれておりますのに、誠意がな
いなと感じられたのでしたら、すぐにや
はり市民に対して、このようにしました
というふうな説明が責任を持ってできる
ような行動をお取りにならなかったのか
なと、あるいはお取りになったのでした
ら、その状況をお聞かせいただきたいと
思います。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　前後すると思いま

すけど、誠意がないという判断の中で、
我々としては先ほども言うてますように、
一定、市民からいろいろとご意見が出る
であろうという中で、市としては審査会
の中で、一定、市としての意見をまとめ
て市長意見として提出していきたいとい
うことがあります。
　ちなみに鉄道建設公団というのは、今
は政府の役人ということで、いろいろと
我々とは非常に市民に対しての親密とい
うか、詳しく説明はしないというような
人であるということは認識をしておりま
す。そういうことで、我々としては今後
そういう内容について、意見書の中で、
審査会で審議していただいた中で、市長
としての意見を出していきたいというよ
うに考えておるわけでございます。
　それと、２分の１の問題は、私は過去
の本会議でもご答弁申してますように、
大きなハードルは、１つは環境アセスを
クリアをしていただくのと、大阪市の２
分の１の協定もしくは覚書がない限り、
吹田、摂津両市としては貨物駅の移転は
合意しないということは、これは基本的
な考え方でありますので、それは今まで
から何回も言うてきた経緯でございます。
　それに対して、国と大阪市としては、
いろいろと協議されておるということを
聞いておるわけでございまして、この１
３年１２月１９日の鉄道建設公団と大阪
市との梅田貨物駅に対する回答という公
文書も私は入手しておるわけでございま
すけれども、それについては一定、協議
しておるということで、大阪市としては
回答されておる中身はございます。そう
いうことで、我々としては一定、以前に
もいろいろとＵＳＪの近くの駅について
新聞がすっぱ抜いたということがありま
したけども、我々としては、どこに行こ
うが大阪市内の施設だという判断をさせ
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ていただきますので、必ずしも１００万
トンは１か所の施設でなくても我々はい
いという判断をさせていただいてます。
そうなれば、仮に２か所に移すとなれば、
ある施設で何万トン、他の施設で何万ト
ンというような内容が協定書では明確に
されるんではないかなというようにも考
えてますし、そういうことの中で市とし
ては判断していきたいということを過日
の本会議でもご答弁させていただいた内
容でございます。
○山本善信委員長　前田部長。
○前田生活環境部長　環境アセスに係る
部分は、生活環境部でございますので、
説明会の内容について、少しお答えさせ
ていただきます。平成１１年にこの基本
協定を締結させていただいてから、その
中には取扱量の問題、また環境対策の問
題、住民説明の問題として、鉄建公団、
事業者としての役割、また市が行う役割
等々、取り決めがございます。その中で、
この環境アセスの問題は、実施計画書が
公団から提出されてから、以前は市長の
意見書を提出しております。また、それ
に基づいて環境の現況予測、調査ですね、
その結果が今回、準備書として出ており
ます。その準備書に基づいて、住民説明
をし、市民からの意見をいただくと。そ
の市民の意見をいただいたもので、市と
しては専門家による事業全体の検討、ま
た大気の問題、振動の問題、いろいろご
ざいます。その問題を検討しまして、公
団に市長の意見として出します。その市
長の意見を出したことによって、また公
団から一定文書が提出されて、それをさ
らにまた検討しまして、さらにまた市長
の意見と、評価書というんですが、それ
が出てきて、やりとりがあるわけでござ
います。
　その中で、現在の説明は、鉄建公団の

事業者としての責任で住民説明をすると、
先ほど担当課長が答えてますように、そ
の中でやっております。それについて、
市としては市民の方に、やはり検討内容
をお伝えし、いろんな情報を流していく
わけでございますが、前回、説明会があっ
たあと、やはり一部自治会からも再度ど
ういうことであったのかなということも
ありますし、おっしゃってるような不明
な点も聞きたいということもございます。
それについては、担当は日々、向こうの
職員と接触しまして、その内容は伝えて
おります。こういう意見がありますよ、
こういうことがありますよと伝えており
ます。ただ、それについて公団の方から、
どうしましょう、こうしましょうという
返事はございませんが、日々の中では、
そういうことを伝えながら、やらせてい
ただいているということでございます。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　今、お答えいただきました
けれども、伝えながらというのは、確認
ですけれども、公団の方にですか、市の
方にですか。公団に対して、どんな形で
お伝えになっていらっしゃるんでしょう
か。
○山本善信委員長　前田部長。
○前田生活環境部長　公団の担当に電話
をしたり、また向こうがこちらへきてい
ただいたりする中で、今、説明会のあと、
一部こういう意見があります、ああいう
意見がありますということを口頭で伝え
ておるわけでございます。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　今の内容に関し
まして、鉄道建設公団が誠意がないこと
によって申し入れたのかということでご
ざいますが、即座にその説明会が終わっ
た後日、させていただきました。
　そして、なおかつ２月の初めにおきま
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して、鉄建公団を呼びつけまして、一定、
その内容につきましても行政として申し
入れたということでございます。
　そして、さらに進入路の問題、付近の
説明会について、もっと詳細にやっぱり
住民として聞きたいというご意見もござ
いましたので、それらの取り扱いについ
ても２月初旬に鉄建公団と協議をさせて
いただいた中で、鉄建公団としては、こ
れ以上の説明会はできないということは
明言されております。これは、摂津だけ
がやるんじゃなくて、また吹田市にも問
題がある。だから、この予定についたの
は行政が組み立てたスケジュールである
と、なおかつ吹田も同様ですけども、やっ
ぱりこのスケジュールを侵してやると、
やはりかなり波及していく問題がある、
それ以上のことはできない。そのために、
意見書を住民から受けるんやということ
でございます。その意見書を受けて、やっ
ぱり本市なり、あるいは吹田市に出され
た意見書に基づいて、審議会を設けた中
での審議をいただくというふうな内容で
もって、最終的に、また鉄建公団から、
先ほど前田部長も申し上げておりますよ
うに、見解書をいただいた中で、それを
また公示していくという場面があります
ので、またその折に具体的な意見が言え
る部分もございます。そういった状況の
中で、今後のアセス内容についても取り
組んでいかなければならないと思ってお
りますし、さらにその利害関係が多く発
生する分については、特に我々行政とし
ても、やはり地元が説明会を望むもので
あれば、我々行政のできる範囲として取
り組んでまいりたい、これは考えており
ます。
○山本善信委員長　本保委員。
○本保委員　本当に、今お聞きしました
ような形でしていただけるんでしたら、

市民の方もご理解をいただけるのではな
いかと思うんですけれども、しつこつ言
うなとお感じになられるかもわかりませ
んけども、あのときの状況をご存じの方、
北野次長はいらっしゃいましたのでご存
じだと思いますけれども、やはり状況報
告をした結果、このような形で申し入れ
やってますということで、今、お答えが
ありましたよね。やっぱりそれをやはり
皆さんにも、市民の皆さんにも、やはり
もう少し何らかの形で表明していくべき
ではないかと、このように思います。内
容については、今も電話でとか、口頭で
とか、そういう形で最終的には市民の意
見書をまとめて、それを市長の意見書と
いう形で出していって、それでまた相手
に検討してもらうというような今、段階
を踏んでいる最中ですというのが結論で
あったように思いますけれども、それな
らそれで、あの説明会の前段のときに、
そのような形で、これは市民の意見を出
していただき、意見を聞くための説明会
ですというふうに、やはりこちらの側か
らも鉄道公団からだけの一方的な、説明
会を始めますというような、やはり市民
が、もうその時点で、えっと思うような
一方的な感情を逆なでするような、やは
り発言がありましたので、もう少し、あ
のときの状況も、かなりせっぱ詰まった
意見が多かったものですから、今、生活
環境部長からのお答えがありましたよう
に、意見が市役所の方に寄せられて当然
であったと、そのように思います。
　しかし、それを残念なことには、自治
会とか、また個人的にもあったと思いま
すけれども、まとまっていないという、
口頭であったとか、電話であったとかい
うのが、ちょっと残念であるなと思いま
すけれども、直近のところで何らかの形
で、このような意見があって対応してい
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ますということの表明がなされるのを強
く要望したいと思います。
　やはり、市民に対して説明責任が当然
あると思いますので、市としては型通り
のことはやってきておられるとは思いま
すけれども、摂津市はこのような情勢で
すので、やはり緊迫した、危機感のある、
市民も感情的に不安も大きいと思います
ので、やはり市民に少しでも安心しても
らえるような形で、今まではこうでした
ではなくて、やはり新しい形で市民に対
する説明を、それが本当の意味での情報
公開であると思いますので、やはりきち
んとしていただきたいと、このように要
望いたします。
　幾ら言ってでも、まだ決まっておりま
せん。そのことについて合意しなければ
断じてやらないというようなお答えを今
いただいたと思いますので、そのように
受けとめまして、また今後この点につき
ましては、やはりしっかりとともに協力
し合って取り組んでいきたいと、このよ
うに考えております。私ども微力でござ
いますけれども、やはり市民の代表とし
て、やはり市民が一番望んでいることを
声を大にして理事者の皆さんにお届けし
たいと思いますので、よろしくお願い申
し上げます。市民に対して、何らかの形
で中間報告なり、説明を市の方からして
いただけるように要望して終わります。
○山本善信委員長　ほかにございません
か。石橋委員。
○石橋委員　資料の３ページについて、
質問させていただきます。
　シビックゾーン周辺まちづくりと、市
の総合的なまちづくりの関連、例えば市
内全域からのアクセス等の考え方につい
てお伺いいたします。
　それから、４ページ、連続立体交差に
ついてなんですが、もちろんこれは阪急

正雀駅も含まれるものと解釈させていた
だいてよろしいですか、その辺も確認さ
せていただきたいと思います。
　それから、将来の阪急正雀駅前整備、
周辺整備も含めての考え方をどのように
持っておられるのかお伺いいたします。
　現在の阪急正雀駅前の交通問題をどの
ように、また考えておられるのか。交通
問題の解消については、私は十三高槻線
の延伸が一番の課題になるんではないか
というふうに考えております。その進捗
状況についてお伺いいたします。
　また、摂津市の駅前等についての安全
対策、今現在の立体交差、シビックゾー
ンも将来の計画なんですが、今現在、交
通安全対策について、どのように考え方
を持っておられるのかということをお伺
いいたします。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　シビック
ゾーン周辺のまちづくり構想と、市内全
域からのアクセスの考え方というご質問
でありますが、まずこのシビックゾーン
周辺まちづくり構想につきましては、以
前公団から１１年に提案がありました南
千里丘まちづくり構想を新しい核として
取り入れたいというふうに考えておりま
す。その中につきましては、阪急の新駅
というものを考えておりまして、これら
につきましては、今、総合計画の中で位
置づけられております千里丘三島線の中
央都市軸というものがありますけれども、
それと新駅を結びつけるということによ
りまして、市内全域からの交通に対する
いろいろな利便性が向上するものと考え
ておりまして、その中央都市軸に新たな
る交通結節点を設けることによって、そ
の中央都市軸までのアクセスといたしま
してはバスとか乗用車等の道路交通によ
るものになろうとは思いますが、そうい
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う面で市内全域からのアクセスにつきま
して、そこに交通結節点を設けることに
よって利便性が向上するものというふう
に考えております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　２点目のご質問
の連続立体交差化事業と、阪急正雀駅周
辺のまちづくりにつきましての整合につ
いてでございますが、ご承知のように、
連続立体交差事業につきましては、正雀
駅前に伴います車庫の問題が大きくござ
います。この車庫の移転場所が今現在も、
京都線沿線におきまして適当な土地が見
当たらない。広大な土地でございまして、
これらの土地については、なかなかその
沿線に見当たらないということでござい
まして、その移転先が決まらないという
ふうな状況でもございます。この状況に
つきましても阪急にも見解をお聞かせい
ただいておるところでございますが、な
かなか難しい状況でございます。
　そこで、この連立と正雀駅前のまちづ
くりの関連性でございますが、非常に、
先ほど申しました連立事業につきまして
は、こういうふうな状況のもとで、これ
からの正雀駅前のまちづくりにつきまし
て、どのような具体的な内容を進めてい
くというふうな内容でございますが、や
はり今現在のところは、その正雀の存地
という形をさせていただいた中で、これ
から正雀単体的なものでもって考える必
要があろうかと思います。
　将来的には、当然、連続立体交差化も
視野に入れた中では、取り組まなければ
ならないというふうに思いますが、今回
考える範囲では、なかなか今、阪急の問
題が解決できないということもございま
して、正雀駅前のまちづくりにつきまし
ては、それなりに、あるいは短期で何が
できるのか、あるいは中期で、あるいは

長期で、また何ができるのかといった内
容も検証しながら、今後この正雀駅前の
まちづくりにつきましては進めてまいら
なければならないということを考えてお
るところでございます。
○山本善信委員長　十三高槻線の問題は、
この委員会の所管とは若干外れる傾向が
ありますので、一通り答えていただいて、
それでその次に調整したいと思います。
お答えください。北野次長。
○北野都市整備部次長　十三高槻線の進
捗状況の内容についてでございますが、
現在、府道正雀一津屋線から正雀川まで
におきましての用地買収の進捗率につき
ましては、約６０％の進捗を見ておると
ころでございます。これらの事業の促進
につきまして、大阪府におかれましても
今現在、鋭意努力をされておるところで
ございまして、今後これらを促進するに
当たりましては、当然、本市の市域だけ
ではなく吹田市域までかかわってくる問
題でございまして、吹田市域におきまし
ては、若干、その用地買収率につきまし
ては定かではございませんが、一定、大
阪府におかれましては、来年、再来年と、
この２か年でもちまして一定の用地買収
のめどを立てていきたいというふうなお
話も聞いておるところでございます。今
後そういった状況のもとで、この十三高
槻線の進捗につきましては、進められて
いくというふうにお聞きいたしておると
ころでございます。
　それから、十三高槻線の一番、今大き
な問題につきましては、あくまで自動車
交通に伴います環境対策面におきまして、
現在も地元と協議をされている段階でご
ざいます。このような環境アセスの配慮
が一定、地元と合意した折には、物事が
進んでまいるというふうに考えておると
ころでございます。
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○山本善信委員長　石橋委員。
○石橋委員　現在の交通安全の考え方で
すね、千里丘、正雀の駅前を含めてどの
ようにお考えになっておるのかお伺いい
たします。
○山本善信委員長　シビックゾーン周辺
のまちづくり構想とのかかわりの中で、
千里丘、ないしは正雀の駅前にかかわる
話が出てきますから、それの交通問題に
ついて、どういうふうに考えておられる
んですかということをお答えいただきた
いと思います。
　交通問題そのものについては、所管が
違いますけれども、まちづくりにかかわ
る話として、そういう関連についての話
を聞いておられると思いますが。
　暫時休憩いたします。

（午前１１時３７分　休憩）
（午前１１時３９分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。北
野次長。
○北野都市整備部次長　特に正雀周辺の
交通問題についてでございますが、先ほ
ども連続立体交差事業につきましてご説
明申し上げましたが、正雀一津屋線の踏
切におきましては、特に本市が考えてお
ります一番大きなネックといたしまして、
正雀にまず車庫があるということでござ
いまして、この正雀一津屋線の踏切を救
済するに当たっては、やはりかなり長い
年月が将来的にも必要だと考えておりま
す。このような状況から、今、その正雀
一津屋線の踏切につきましては、非常に
今の段階では困難な状況にございます。
　また、正雀駅前周辺の交通問題につき
ましては、一定、本市が計上させていた
だいておりますシビックゾーンの周辺整
備の内容におきまして、正雀地域も入れ
てございますので、それらに伴う正雀の
あり方も含めてやってまいりたいという

ふうに考えております。その折に、また
短期、中期、長期的な内容で、何がこの
正雀地域においてできるのかなというふ
うな内容も含めまして、またさらには一
定の住民の意向も調査をいたした中で、
この正雀まちづくりに対しますスパン、
長期的なスパン、あるいは短期的なスパ
ン、ここらの検証についても、さらにやっ
てまいりたいというふうに考えておると
ころでございます。
○山本善信委員長　石橋委員。
○石橋委員　正雀駅の立体化がどのよう
なお話、阪急電鉄とどのようなお話をさ
れてきたのか。無理というご答弁があっ
たんですが、今までどのような話し合い
があったのか。その辺、なぜ無理なのか、
その辺をお伺いしたいと思います。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　阪急との話し合
いの中ではございますが、一定我々も阪
急の車庫を存置する形のまちづくりとい
うのは、以前からも国の方に一定、その
国費調査をする中では、阪急の車庫が一
番根っこになっておったところでござい
ます。これにおきまして阪急とも折衝さ
せていただく中では、阪急の沿線に移転
場所がない、なくすことができないとい
うことでございますので沿線におきます
移転ということが視野に入れられるわけ
でございまして、その沿線におきます場
所がないということで、非常に苦労いた
しておるところでございます。場所がな
ければ当然、阪急車庫が存置と、こうい
うふうな形になりますので、阪急側とし
ても連続立体交差事業につきまして、非
常に難しいというふうな状況でもござい
ます。
　さらに、また阪急連続立体交差化の考
え方といたしまして、単立というふうな
方法もございます。単立でやれば、部分
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的な連立はできるんですけども、費用が
かなり割高になってまいります。こういっ
た折に非常に財政の問題もございますし、
基本的には連続立体を視野に入れた中で、
これは取り組んでまいらなければならな
いというふうに考えております。その連
続立体交差化をすることによって、本市
のいろいろと都市計画道路がございます
正雀一津屋線なり、さらには坪井味舌線、
そして千里丘三島線、そして千里丘茨木
寝屋川線、この路線がございます。これ
らの路線のすべての救済というのは、非
常に、今現時点では難しい状況でござい
ますが、やはりこれからそういった連立
の事業手法を踏まえた中で、どの部分に
までの区域を視野に入れたら連立ができ
るのか。あるいは、連立ができなければ、
もう単立でいくのか、いろいろこういっ
た事業手法も視野に入れた中で、この連
続立体交差事業についても見直してまい
りたいというふうには考えておるところ
でございます。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　基本的な連立事業
については、北野次長の答弁した中身で
ございます。特に阪急正雀駅に、なぜ車
庫があったら連立がならないのかという
ことになりますと、本来は連続立体交差
事業をすることについて、人が自由に左
から右へ行ける設備をしなければならな
いというのが基本的な考え方でございま
す。この阪急正雀駅については、平成３
年、４年で国費調査させていただきなが
ら、現在の国土交通省に事業認可の説明
に行ったわけでございます。そうします
と、車庫があると壁ができて、東側だけ
まちづくりができて、西側ができないと
いうことで、国土交通省から、それであ
れば車庫を移転しなさいというようなき
つい条件が出てきたわけでございます。

　そういうことの中で、今、北野次長が
言いましたように、阪急と車庫移転につ
いての協議をさせていただいたわけでご
ざいますけども、京都の桂駅までについ
てもそういう場所がないと。
　１つは、あの敷地が１１ヘクタールご
ざいます。その中の６ヘクタールぐらい
が主力工場でございます。５ヘクタール
当たりを車庫で使っておるわけでござい
ますけども、阪急にしては、そういう１
０ヘクタールの広大な土地は見当たらな
いということの中で、阪急としては存置
くということで、きつい希望でございま
す。そういうことで、１年後には存置で
ということで再度、国土交通省にも大阪
府から行っていただいたわけでございま
すけども、事業採択については、あくま
でも、それはだめだというような条件の
中で、車庫があると現時点では事業採択
は難しいということが現状でございます。
○山本善信委員長　石橋委員。
○石橋委員　難しいのはよくわかるんで
すが、引き続き、私は立体交差にする方
が、まちなみも非常に、交通安全も含め
て、非常によくなるというふうに考えて
おりますので、例えば次の次の駅ですか、
阪急上新庄駅周辺を見るについて、非常
にまちが活性化しておるというように考
えておりますので、引き続き、正雀につ
いては先方と話し合いを持っていただく
ようなことは、できないものかというふ
うに考えております。よろしくお願いい
たします。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　先ほど連立の基本
的な考え方をお答えさせていただいたと
ころでございます。特に、正雀を上げる
ことについては、過去には平成３年、４
年で４．２キロという国費調査をさせて
いただきました。その区域と言いますと、
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吹田市域の神崎川から茨木市の大正川ま
での区域が４．２キロでございます。そ
ういうことで調査させていただいたわけ
でございますけども、正雀を上げること
については、駅を過ぎたら、すぐに吹田
市域でございます。吹田市域についても
いろいろと課題があるようでございます
ので、いずれ石橋委員がおっしゃってる、
我々としては全体を上げるということの
中で、非常に範囲が長いですけども調査
させていただきながら、過去から取り組
んできた経緯がございます。そういうこ
との中で、今、先ほど言いましたように
国土交通省の事業採択については、非常
にきついハードルがあるというのが、ご
説明させていただいた中身でございます。
　でありますけども、今後においては、
仮に駅前再開発等がなれば、駅前再開発
と事業採択が、もしいかなくても、将来
的な芽をつぶさないために、ペデストリ
アンデッキ等をできるような構造として、
自由に駅に行けるというような施設はし
ていきたいなという考え方がございます。
　特に正雀駅については、普通の２階構
造では非常に難しいと、基本的には三層
構造といって、先日、岐阜市に調査に行
きました。あれが、三層構造というよう
な高い建物になりますから、そういう施
設になるだろうと。といいますのは、車
庫に入線とか、いろんなクロスしますん
で、車庫があると絶対、左から右に行け
ないということになりますから、もしす
るにしても、無理してやった場合、万が
一、国土交通省、現状のままで事業認可
をいただいても、非常に高い建物になる
なというのが過去の調査の内容でござい
ます。
　ですから、今後においては、先ほど言
いましたように、市としてはやっぱり正
雀も十分必要ということは認識してます

ので、今後についても努力していきたい
と考えておるところでございます。
○山本善信委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時４９分　休憩）
（午後　１時　１分　再開）

○山本善信委員長　休憩前に引き続き、
再開いたします。野口委員。
○野口委員　最初に環境に関係すること
になりますけども、貨物駅の移転問題と、
これから作業を進めていく上での予算が
計上されてますけども、環境アセスの問
題とか、これに関連して、最初に幾つか
質問をさせていただきます。
　最初に、午前中論議されたこの間の経
過の上で、説明会の結果をどう見るかと
いうことについてであります。いろいろ
担当課としては、説明会で出たさまざま
なご意見だとか、この間出ている意見書
の内容について真摯に受けとめながら、
公団との関係でご苦労されているという
ことはわかるわけでありますけども、こ
の事業の出発である基本協定から見て、
説明会の様子については、午前中あった
ように、大変横柄であると。吹田市の方
の条例があるから、わざわざ説明させて
いただくんだというふうに受けとめられ
るような、そう言わんばかりのような態
度で、この間の説明会が摂津で行われて
きました。その辺の状況を察してのいろ
いろ午前中の担当課のご答弁であったか
と思いますけども、これまでのＪＲ貨物
だとか、鉄建公団などの、清算事業団も
ありますけども、そういう係わり中で見
た場合に、やっぱり基本協定書に沿って、
説明会にしても、何にしても、今、行政
がどういう視点で、どういう立場でやる
べきだというのが問われていると思って
ます。そういう意味では、まず説明会の
問題については、条例に従って説明会は
もう終わったけれども、今後、要望があ
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れば説明をされていくというお話があり
ました。
　私は、今回いろんな事業がたくさん示
されました。１０年前後のスタンスで、
前段の処理が済めば、こういう工程で行
きますよという説明がありましたけども、
こういう大変なお金がかかる事業をこれ
から進めようとしておりますけども、やっ
ぱり限定せずに住民に対する情報公開を
するべきだという意味で、今回、吹田の
条例に準じて摂津もこういう経過をたどっ
てきておりますので、環境影響の評価だ
けではなくて、貨物駅の移転問題、跡地
利用問題、こういうことについてきちん
と説明していくと、以前からこの問題は
申し上げてきましたけども、ここを踏み
切っていただいて、自治会とも協力しな
がら、そういう意味での住民説明会を進
めていただきたいと、これについてのお
考えをまず聞かせていただきたい。
　２つ目は、現在こういう経過をたどっ
ている中で、今、摂津市としてどういう
ことをやるべきかという問題です。１つ
は、これから専門委員会まで予算を組ま
れて進められていきますけども、摂津の
今の環境がどういう実態になっているの
かということをきちんと、摂津しても調
査をするべきだと思っています。これは、
いつも申し上げているのはご承知のとお
り、市役所前の排ガス測定局の数値が０．
０６を超えているということが、よく、
僕らも使いますし、摂津の環境の状況と
いうことで、いつも言われますけども、
これに加えて、この間、問題にしている
子どもたちの体の問題、特にぜんそくの
問題ですね。こういうことも担当もご承
知だと思いますし、これに加えて今度の
計画で全体２７地点が観測地点でありま
すけども、その中で摂津の場合は３地点
だけであります。

　ましてや、３地点の中にも近くは入っ
てますけども、車が出入りする千里丘７
丁目も入ってないということであります。
そういう意味では、確かに１日１，００
０台の車が中央環状線を通るときには、
往復３４０台ということでありますけど
も、しかし貨物駅が移転してくるとなれ
ば、そこに１，０００台のトラックが集
中をするということは事実でありますし、
それから風の具合によっては、いろんな
環境面での影響も出てくるだろうという
こともあるわけです。この間、大阪府下
の窒素酸化物の測定地点の評価をします
と、摂津と大阪市内の幾つかの場所と、
大阪府下で一番窒素酸化物の濃度が高い
という結果が出てます。そういう意味で
は、自治体として、担当課として、今回
の公団が示した２７地点以外にももっと
自主的にいろんな実態調査をすべきだと
いうように思うわけですけど、この点ど
うでしょうか。
　やるべきことの２つ目は、今ちょっと
紹介しました子どもたちの健康問題に関
連してです。代表質問で申し上げた、こ
の前、教育委員会からも一応、資料をい
ただいてますけども、２００１年のぜん
そくの有所見率、かかってる率ですね。
幼稚園では９％、約１割近くですね。小
学校が２．０％、５０分の１ですね。中
学校は１．８％、こういう率で１０年前
に比べれば有所見率はふえていると。そ
れで子どもたちの健康問題も排ガスだけ
ではなくて、さまざまな環境汚染によっ
て、こういう数字になっているわけです。
そういう点では、ここをきちんと抑えて、
そのための対応をしていくということも
大事だと思いますけども、この点、２点
目として、どうでしょうか。
　３つ目は、午前中も論議された２分の
１の問題です。これまでも指摘しました

－�26�－



昭和５７年に結んだ新在家にあります大
阪貨物ターミナルの経過だとか、それと
大阪市の百済とか安治川口だとか、難波
とか、本来２分の１の受け皿として対象
と見なされている場所の状態を見ても、
今の２００３年度まで梅田の全体を売却
して、そこで先ほど紹介があった大阪市
の交通政策局が事務局となって、あそこ
を全部開発していくと。それによって、
国の都市再生プロジェクトに認定を受け
ていくという、この流れを見ますと、な
かなか２分の１問題については、梅田に
残りの半分を残して進めていくと、これ
しか選択肢がないような状況だと思って
ます。
　しかし、それに対しては、関西財界は
細切れの売却になって、細切れの開発に
なるから、これは承知しないということ
で、何としても全部売却していくと、そ
の上で構想案を煮詰めていくと、こうい
うせめぎ合いになっていっていると思っ
てるわけです。
　そういう意味で、この２分の１問題に
ついて、昨年の１２月１９日付で大阪市
から回答書が来ておりますけども、協定
書は２年前の１１年１月２０日に結ばれ
て、約２年たった中で、ようやく取り組
んでますよという回答の文書が来てるわ
けで、全体の状況からしても、なかなか
２分の１問題は難しいということであり
ますから、しかし本市のスタンスは基本
協定の最大の問題である、この２分の１
問題が、協定書の履行をしなければ、こ
の計画にはゴーサインは出しませんよと
いう、そういう立場を取ってますが、そ
ういう意味では以前から申し上げてきた
基本協定の述べているさまざまな項目に
ついて、作業を進めてくださいと、その
結果ご判断しますよというところも、き
ちんと見据えた、厳密な対応をやるべき

だと思ってます。そういう意味では、こ
の問題については改めて、どういうきち
んとした厳密な対応をするのか、これに
ついての今時点の到達をお示しいただき
たい。
　それと、この間の説明会で見てても、
いわゆる十三高槻線への出入り問題だと
か、公団の高木次長でしたか、答弁する
方、あいまいなお話でありました。あそ
こで、新大吹橋の入り口部分で、十三高
槻線には出入りは可能であるけれども、
それに対してのチェック、監視だとか、
こういう問題については厳密的にシャッ
トアウトするという問題については、厳
格にそれをやっていくための対策という
のが具体的に答弁が出てきませんでした。
そういう意味では、完成した場合に、十
三高槻線に入ってくるということをどう
いう担保で、これを確認していくのかと
いうのが大変疑問であります。
　そういう意味では、先ほど２月の初め
に公団を市役所に呼んでいろんな要望を
されたというお話でありますけども、そ
ういう場も活用して、こういう出入り問
題についても厳密な対応をやるべきでは
ないかと。特にその関係で心配している
のは、今回、工事車両の入口として千里
丘５丁目、７丁目が入ってますけど、例
えばあの方法で行った場合、これが実績
として残って、いわゆる供用開始後、あ
そこを完成後の大型トラックの出入口に
していくんではないかなという懸念も、
心配もあるわけです。これは、ＪＲ貨物
の新在家の大阪貨物ターミナルの経過を
見ても、その辺の不安が払拭しきれませ
ん。そういう意味では、２分の１問題、
十三高槻線への出入り問題、それと今回、
わざわざ工事用道路として、あの道を選
択し提案した問題、これをどう見るかと
いうことも、やっぱり厳密に地元自治体
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として精査もし、地元自治体としての見
解をつかんで、その上でけんかもしてい
くと、このことが大事だと思いますけど
も、その点どうでしょうか。
　それと、この問題で最後に環境影響評
価専門委員会３２万８，０００円しか計
上されてませんけども、大体、この専門
委員会の委員構成だとか、１回当たり何
時間で何回予定しているのか。食糧費が
１万２，０００円ですから、大体１回な
いしは２回かなというふうに思ってるわ
けですけども、それでは少ないだろうと
思いますけども、専門委員会に関する予
算の補足説明を含めて、まず、この問題
でお願いしたいと。
　２つ目、その他の問題であります。きょ
う、率直にいろんなスケジュール表をい
ただいて説明を聞きましたけども、大変
な計画を進めていくと。今日の財政状況
の中では、今の財政の見通しを抜きにし
て、こうした大型開発には当然、突っ込
むことはできないだろうと思っています。
しかし、国の方がＰＦＩにしても都市再
生方針にしても、これまでの民間資本の
導入によって進めてきた、さまざまな事
業の破綻による穴埋めが、どんどん各地
で発生しています。そういう中でも、こ
の不良債権の早期処理だとか、長期の景
気低迷だとか、さまざまな今の状況の中
で、国としてもこれまでの大型事業の肩
代わりとして、そういう方向を今進めて
いっているわけです。
　そういう意味では、率直に言って行政
でいろんな判断ができる調査をするのは
構わないけども、それをもとにしてやっ
ぱり公共事業についても、ここまで行政
として検討しましたと、財政的にも、必
要性という点でも、環境面でもこういう
ふうに調査の結果なりましたと、その上
で情報公開を行って、じゃあこれを実施

するかどうかは、一緒に進めていくと、
こういう手順をぜひ進めてほしいと思う
んですよ。
　財政問題は余り突っ込みませんけども、
奇妙な現象が数年後に僕は起きると思っ
ています。今は、第３次行革が入ってな
い中で、平成１７年度４２億６，０００
万円の累積赤字が生じて、赤字再建団体
に転落をすると、市長答弁でも財政破綻
目前だという言葉を使ってます。今の財
政状況から見た認識の評価としてはね。
そうしますと、これから第２次の残りと
第３次の行革を進めたとしても、この４
２億６，０００万円の数字が若干緩和さ
れたとしても、その数年後、また同じ危
機が発生するわけです。そうしますと、
片方では赤字再建団体になるかどうか、
これを必死になってやっている中で、一
方ではこうした１０年単位の新たな財政
負担を後年度にもたらす大型事業を進め
ていくという、こういう奇妙な現象が僕
は発生すると思っています。そういうこ
とについて、今回、最終的に決定するた
めには、さまざまな調査も入ってますけ
ども、その点はどういうふうに考えてい
るのか。
　次に、総合福祉会館の建てかえ問題で
す。これまでの到達は、いわゆる南千里
丘地区の開発、シビックゾーンと今回、
名前が来ておりますけども、その中に入
れて一緒に再整備を図っていくというの
がこれまでの考えでありまして、１年ちょっ
と前ですね、当特別委員会にも再整備基
金で持っている範囲内で、いく通りかの
建てかえの構想案が示されて、こういう
検討もされているという説明があったか
と思うんです。不思議なのは、なぜそう
いう検討をやってきたその流れの中で、
すぐシビックゾーン、公共施設をまとめ
て、いわゆる旧の市民プール用地にＰＦ
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Ｉ方式で統合施設という方向になったの
か、この辺の整理もきちんと、整合性も
説明をいただきたいと思っています。
　３つ目は、きょう出されたさまざまな
開発事業について、国の財政面での支援
策だとか特典、それと民間資本の導入の
方式の違いによっても自治体としての財
政負担の度合いが当然変わってくるかと
思いますけども、一般的にはすべて事業
を展開した場合、２００億円を超えると
いう話がまことしやかに流れていますけ
ども、単純にこれまでの資料で見ますと、
去年示された南千里丘地区の開発構想の
中で、あれも前提の前提の構想でありま
すけども、４．２キロの阪急高架ですね、
それに関しては摂津が１．６だったです
か、ありますから、これで単純に５０億
円の自治体負担がかぶさってくると。
　新駅については、平屋で１８億円で計
算されてますけども、これを橋上化にす
れば倍の３０億円を超えると、単純に８
０億円になるわけですね。跡地の利用に
ついても、いろんな、全国で失敗をして
いる呼び込み方式で、インフラ整備をし
て何分の１かは民間に売って、そのほか
の開発可能用地を公共的に使っていくん
だということも、そういう算段をされた
中身もこの間、紹介されてますけども、
一体この事業を進めていく中で現時点で
公表できる金額、自治体負担、事業費全
体、どう考えているのか教えていただき
たいと思っています。
　その上で、さっきの質問と関連します
けども、摂津市としての財政負担の度合
いをどういう限度で考えているのか。大
型開発は進めていくけども、財政的な面
から、これを超えたらあかんと、これな
らば、これもストップしますよという判
断の仕方も当然あろうかと思いますけど
も、その辺のことも合わせてお教えをい

ただきたいと思っています。
　先ほど梅田貨物駅問題で関西の動きを
ちょっと紹介しまして、午前中もお話が
ありましたけども、今年の予算では国の
都市再生本部については、梅田貨物駅も
当然入りませんでした。これは、貨物駅
の移転先が決まらなかったということが
最大の理由で認定されなかったという内
容が吹田の議会で理事者側の答弁として
出てます。
　これからプロジェクトに入れていこう
ということで動いていきますけども、そ
の辺の国の新しい公共事業の方向の中で、
貨物駅だとか、跡地利用だとか、今回の
高架化事業、シビックゾーンの計画など、
どういうふうに見てるのか。僕らも情報
的にわからない部分がありますので、一
度その辺の動きも教えていただきたい。
　関連して高架化の問題について、現状
では大阪府下６番目の事業採択の順番で
言えばそういう順番だという話がされて
います。今回こういうことでやっていけ
ば、トップになっていくんだということ
が言われているわけですけども、確かに
南北交通の要でありますし、踏切の改善
は当然だと思っています。この間、阪神
大震災後、いろんな阪急側の震災の後の
対策として費用のかさむこともあって、
頓挫してました。その中で、市としては
あそこの踏切の改善案について、３通り
研究をされた経過もあります。
　しかし、この数十年間、阪急ができて
から、今の状態で摂津市民は過ごしてき
たわけです。今の時点で新たな問題とし
て、この財政難がありますから、がむしゃ
らに事業採択の面で一番にするために直
に走っていいのかと、ゆっくり進んでも
いいんじゃないかと、それはこういう理
由ですよと。確かに、できればスムーズ
に交通がアクセスできますし、それは市
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民にとっては大変便利になるでしょう。
しかし、住民にとっては、新たな公害の
発生源をもたらすわけでありますから、
痛しかゆしなんですね。率直に市民のご
意見を聞いて、確かに新駅をつくれば便
利になりますけども、それはほんまに市
民の方々が望んでいるのかと。ちょっと
遅れるけども、今こういう、将来の摂津
としてまちづくりのコンセプトを持って、
この問題はこう考えていると。そのかわ
り、こういうスタンスでまちづくりを進
めていくんだということで、一歩後退し
て住民とそういう立場で進めていくとい
うことも大事な視点だと思っています。
　常々私どもは現状では自治体の役割を
果たす意味では、大型事業については当
面凍結するということで申し上げてきま
した。そして今、情報公開ができるもの
は、すべて情報公開をして関係住民との
間で真摯な立場で３つの視点から見直し、
検討することだということを申し上げて
きましたけれども、結局、そこに私は、
今、行政が取るべき方向としては尽きる
と思っています。そういう意味で幾つか
の質問をさせてもらいましたけども、一
つずつご答弁をいただきたいと思います。
○山本善信委員長　前川課長。
○前川環境対策課長　摂津市独自で環境
調査をしたらいかがかというご質問でご
ざいますけども、今回の準備書の書面で
事業者の方から３地点、大気調査されて
おりますけども、鳥山公園の方につきま
しては一般環境を代表した地点という形
で、施設の工事中の影響及び稼働後の影
響という観点から、一般環境としての位
置づけの代表をする地点という選定でご
ざいます。あとの２点につきましては、
工事車両通行に影響する地点、代表する
地点という形でナンバー１及びナンバー
２７地点という形で設定されております。

　今後、影響を見るに当たっては、これ
ら先ほど説明させていただいた内容の影
響について、これらの代表地点で評価、
検討していくと。
　それともう１点、摂津市では自動観測
局としては、摂津市役所横の観測所１か
所しかないんですけども、我々市独自で
簡易調査という形で、市内１６か所の簡
易調査もやっております。これらの資料
を含めまして、トータル的に今後審査会
等でご検討をいただくということで考え
ております。
　それと、２点目の１０年前から、ぜん
そく患者がふえていると、大気の状況は
どうかというご質問だったと思うんです
けども、これにつきましては先ほどの大
阪府の自動車排ガス測定局等のデータで
見てみますと、平成３年をピークに、現
在、平成１２年度のデータまで推察しま
すと、数値的に減少の傾向になっており
ます。これにつきましては、代表質問等
でも答弁させていただいたような状況で
ありまして、これらは固定発生源の事業
所の総量規制なり、自動車排ガスの車種
規制とか単体規制、及び交通人流対策と
か、総合した都市整備の改善により、窒
素酸化物が若干でも減少の傾向にあると
いうことは対策の効果があらわれている
んではなかろうかということを考えます。
　しかし、まだ依然として国の環境基準
で０．０６ｐｐｍは超えている状態であ
りますので、今後ともこれらの対策を継
続して実施することにより、環境基準を
満足するようには対応していきたいとい
うふうには考えております。
　３点目の審査会の内容なんですけども、
これも以前ご答弁させていただいたよう
に、大気・騒音・振動等を中心に、あと
都市計画全般を見ていただく専門の方を
含めて、４名程度を考えております。
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　それで、その予算といたしまして、回
数でいきますと、８回から１０回程度と
いう形になります。これは準備書だけじゃ
なくて、評価書に係る期間も、時期にも
よるんですけども総合した形で、それぐ
らいの回数は予定させていただいており
ます。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず、梅
田貨物駅移転に関する部分ですけれども、
３番目にありました梅田に残る２分の１
問題ということで、大阪貨物ターミナル
等の経過を踏まえてということでありま
したけども、先ほどもターミナルの経過
はご説明させていただきましたとおり、
大阪貨物ターミナルにつきましては、今
回の吹田貨物ターミナルと違って、きっ
ちりとした貨物量や工事車両に対する協
定がないということで、今回はそれを踏
まえて基本的な行政手続を始める時点に
当たって、基本協定の中でその辺の取り
決めを行っているというものであります。
　基本協定に対する厳密な対応と現時点
の到達点ということでありますけれども、
先ほど委員の方からお話がありましたと
おり、現時点の到達点といたしましては、
１２月１９日付で大阪市が鉄建公団に回
答されました、大阪市内で吹田地区での
対応と並行して対応していくというもの
が現時点の到達点でありまして、それ以
降も含めまして、早期に移転先などにつ
いては公表していただきたいということ
に対しましては、鉄建公団に随時申し入
れをさせていただいているところであり
ます。１２月９日以降の動きといたしま
しては、住民説明会の中においても大阪
市内の駅で交通計画等も含めて協議中で
あるということで、対住民の説明会で対
住民に対してもそういう説明をされてお
られることから、大阪市と鉄建公団の間

で協議が進められているものだと考えて
おります。
　それと、国の都市再生プロジェクトと
いうことの動きですけれども、そちらの
梅田北に対する都市再生プロジェクトと
いうことですけども、そちらの方につき
ましても逆の意味で早く貨物の移転場所
を探せというようなニュアンスの、個人
的にですけども受け取り方をしておりま
して、そういう意味では早く移転先が明
確になるということに対して追い風では
ないかと、そういう国の都市再生プロジェ
クトの動きがあるということは、逆に追
い風ではないかと考えております。
　４番目の十三高槻線の出入口の問題で
すけれども、これにつきましては、出入
りに関しては左折しない担保ということ
でおっしゃられた内容ですけれども、こ
れにつきましては鉄建公団の一定の回答
といたしましては、現時点では一般車両
もあることから、物理的な左折しないよ
うな方策はなかなか現時点では、まだ見
つかっていないということで、警察との
協議も含めて現在も協議中でありまして、
ただ、現時点では一定期間、その部分に
保安要員というか、そういう指導員を配
置して、十三高槻線に左折のさせないと
いうような方策を取りたいということは
聞いております。
　５番目の、供用後、工事用通路を利用
して吹田貨物ターミナルの中に入ってい
くのではというご質問ですけれども、こ
れといたしましてはいろいろ過去の協議
経過を踏まえまして、貨物ターミナルと
開発可能用地の間には、環境緑地帯とか
バッファゾーンを設けるという計画にも
なっておることから、そこについては接
続道路は設けられないということで聞い
ておりますし、要するに吹田貨物ターミ
ナルの出入りについては、専用道路を通
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行するということが前提条件であるとい
うふうに考えております。
　それと、シビックゾーン整備構想と財
政の見通しということでご質問があった
わけですけれども、今回、これまで平成
１１年に南千里丘につきまして、一定、
公団の提案という形でありましたけれど
も、本市としてはいろいろ連立の面や、
導入する公共施設の面を含めて見直す部
分がかなりあるということで、それを含
めて今回、シビックゾーンの中で検討し
ていくということを考えております。そ
こで、基盤整備に係る部分や公共施設に
係る部分の整備計画や整備方針を立てた
中でトータル的な事業費を算出しまして、
それに国のいろいろな施策、今、いろん
な低利貸付制度とか無利子貸付制度等も
ございますが、その辺の制度を利用した
中で、財政にどれぐらい負担がかかるの
かという見通しをこの２年間で出してい
きたいというふうに考えております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　阪急の連続立体
交差化事業につきましては、大阪府の中
でも順位が高いものでございまして、今
現在、その順位の中でも堺の方が準備採
択に向け、国向けに申請もなされている
ところでございます。
　そうすれば、本市の連立事業につきま
しても、さらにランクアップしてまいる
ということでございまして、一定これか
らの連立事業のあり方を具体的にまとめ
ていく時期ではないかというふうにも考
えておるところでございます。
　このような状況から、これらのまちを
寸断する内容の解消からいたしましても、
ぜひともその連続立体交差の促進に当た
りましては、これからの財政事情も勘案
しながら、またこの連立事業におきまし
ては、あくまで連立事業に伴いますまち

づくりが一体的なものと位置づけをされ
ておりますことから、これらのまちづく
りも含めましてトータル的な内容でもっ
て、今後、連立事業の内容につきまして
も検討してまいらなければならないとい
うふうに考えております。
○山本善信委員長　ＰＦＩの部分につい
て、この部分は総務常任委員会とのかか
わりがありますので、その点も踏まえて
答弁ください。奥村理事。
○奥村市長公室理事　それでは、ご質問
の中で総合福祉会館の建てかえの問題が
ございましたので、私の方からご答弁さ
せていただきます。
　ご指摘のように、総合福祉会館の建て
かえについては、過去の本特別委員会で
総合福祉会館の再整備基金を活用し、そ
れからふれあい広場での建てかえについ
てご答弁させていただいた経過がござい
ます。
　福祉会館の建てかえについては、平成
４年度に基金に積み立てを開始いたしま
した。平成１０年度には、耐震診断を行
い、平成１１年度には総合福祉会館周辺
整備基本構想に取り組みをしました。今
現在は、それを具体化していないのが現
状であります。
　それと、昨年市民プール廃止に伴いま
して、民間企業から広く公募をするとい
うことでプロポーザル方式で用地売却、
それからプールと複合施設の中で民間に
ご提案をさせていただきましたが、残念
ながら不調に終わりました。それらを考
えますと、市民プールの跡地、それから
福祉会館の建てかえ、これら等々を組み
合わせる中でＮＰＯ法人の方から、その
公募のときにＰＦＩへの取り組みについ
てのご提案がありました。その後、ＮＰ
Ｏ法人と協議、調整をしまして、市民プー
ル跡地に総合福祉会館等々の公共施設の
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複合化ができないかというような形で話
を進めさせていただいております。
　過日、全議員にそれらの試案としてご
提示をさせていただいております。それ
で、ＰＦＩ事業なんですが、これには大
きく財政的なメリットがございます。１
つは、絶対額が削減される。それから、
支出の平準化ができるということになっ
ております。これらのことを考えますと、
今の摂津市のおきます財政状況について
は非常に厳しい状況でございます。
　これから借入金の残高を減らすために
は、新規の借り入れをなるべく減らさな
ければならないというような考え方もご
ざいます。これらを支出の削減と考えま
すと、自治体は公共サービスの低下か、
あるいは財政再建の遅れかというような
二者択一、難しい選択が求められてきま
す。先ほどいいましたように、ＰＦＩを
利用することによって財政の平準化がで
きるのであれば、財政再建、合わせて公
共サービスの提供というようなことが両
立できるんではないかということでＰＦ
Ｉを検討している段階でございます。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　先ほどの
答弁の中で、今の現時点でのそれぞれの
プロジェクトの負担分ということでご質
問があった件が抜けておりましたので、
答弁させていただきたいと思います。
　それぞれにつきましては、いろいろ連
立も含めまして、一定調査してから、か
なりの年数もたっております。ご存じの
とおり、地価の下落等の外的要因もあり
まして、今の時点ではきっちりしたお示
しできるような数字もないということか
ら、今回の調査である程度いろんな、南
千里丘も含めました、いろんなそういう
事業費等を精査してまいりたいと思いま
すが、それが出た時点ではお示ししてま

いりたいというふうに考えております。
○山本善信委員長　野口委員。
○野口委員　環境アセスに関連する貨物
駅の移転問題であります。説明会のああ
いう形に対する見方ですけれども、先ほ
どいろいろ申し上げましたけれども、やっ
ぱり出発は基本協定だと思うんです。ご
承知のとおり、第６条に、いつも引用し
ますけども、ちゃんと書いてるわけです
ね。鉄建公団及びＪＲ貨物は、住民に説
明するとともに、住民の意見を可能な限
り事業計画に反映させ、円滑な合意形成
に努めるものとすると、ここにちゃんと
書いてあるわけです。これに照らして、
この間の説明会がどうであったのかとい
うことを評価するならば、基本協定違反
です、はっきり言うて。
　いろんな手続の中で、条例の期間が決
まってますから、それとしても協定書を
遵守する立場に立つならば、条例との整
合性を図りながら、もっともっと説明会
の回数にしても、中身にしても、やっぱ
りちゃんとした対応ができるはずです。
先ほど申し上げた吹田市に条例がなけれ
ば、こんな計画について公団側としては
住民説明会を開く必要はないんだと、こ
んなことを居直っているような、そうい
う感じですよ。皆さんもわかっていると
思いますけれども。そういう意味では行
政としても協定の第６条に立ち戻って、
３月２０日が意見書の締め切りでありま
すけれども、先ほど申し上げた跡地全体
の利用も含めた説明会をぜひやっていく
べきだと思うんです。過去、都市計画だ
とか環境の関係で、なかなかそういう説
明会ができておりません。広報だとか、
その都度、文書ではお知らせしておりま
すけども、きちんとひざを突き合わせて、
行政としてこの問題に対する情報公開は
やっていません。これを、まずやってく
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ださい。
　この貨物駅の移転が、本来的に摂津市
にとっても市民にとっても、どんなメリッ
トがあるのかということを考えれば、い
ろんな行政の方法としても受けとめがあ
るのかもわかりませんけれども、新たな
財政支出が伴うわけで、結局、梅田貨物
駅の穴埋めを摂津、吹田両市民が、これ
を負うという、つけを負うということし
かないと思うんですよ。この交通運輸の
業者から言えば、梅田貨物が阪神高速を
出入りしてますから、あそこが一番いい
わけです、業者からすればね。それをわ
ざわざこっちへ持ってくると。
　確かに、国鉄債務の解消が出発であり
ましたけれども、どこの角度から考えて
も百害あって一利なしであります。そう
いう意味では、公団とか、国とか、府と
の関係で自治体の対策が難しいかもわか
りませんけども、そこをやっぱり住民と
一緒になって、住民の運動だとか住民の
気持ち、ご意見などをうまく活用して、
そこで自治体としてのこの貨物駅の移転
問題に対して具体的な攻め方を工夫すべ
きだと思うんです。
　今回の意見書については、吹田では１
万人ぐらいを目標に、今、取り組んでい
ます。摂津も間もなく、たくさんお持ち
するようにしますけれども、そういう行
政としての、ガードは固いけれどもいろ
んな、やっぱり裏表も含めて攻め方が僕
はあると思うんです。この計画が住民に
とってよいことであれば、それはどんど
ん進めていけばかまわないわけですけれ
ども、私はそう思います。そういう点で、
全体の計画の説明会についての問題と、
基本協定第６条をどう考えているのかと
いう問題、合わせてご説明をいただけれ
ばと思っています。
　子どもの健康問題です。簡易測定をそ

の他１６か所行っていると、総合的に摂
津の環境の実態がわかっているというお
話と、３地点がなぜ３地点かという説明
がなされたわけであります。
　この前、教育委員会から資料をもらっ
た分を若干紹介しますと、例えばぜんそ
くの有所見率ですが、この３地点に関係
がないですね。味舌小学校で学年別に出
てますけども、味舌小学校２年生、男が
有所見率が１５．６％、６分の１の子ど
もがぜんそくにかかっているという数字
が出ています。別府小学校が６年生であ
りますけども、男性８．８％、幾つかあ
りますけど、あと三宅小学校が一番多い
んですけど、１年生、学年数は少ないで
すけども２０％、５人に１人が三宅小学
校の１年生ではかかっていると。だから、
今おっしゃった３地点でも関係が薄いこ
ういう小学校ですね、こういう数字が示
されているわけです。
　大阪府の保健課の資料では１０年前の
資料もあるわけでありますけども、大変
な伸びであります。そういう意味では、
先ほど申し上げた、子どものこういう実
態からしても、簡易測定が１６か所行っ
たとしても、こういう実態を直視して、
さらにこの開発によって寄与率といいま
すか、そういう影響について新たな考え
方で実態調査を僕は行ってほしいと。
　Ｎｏ2の問題で減少しているというこ
とで、評価ではありませんけどもそうい
う説明があった問題ですけども、課長の
そういう、結果はそうでありますけども、
そういう評価もわからないこともありま
せんけども、でもこれまでは異常だった
わけです、これまでが。今でも国の基準
をオーバーしていると、これを減少して
るから進んでいるんだということで、そ
こで悪い評価をするのか、それでも大変
なんだという立場に立つのか、大分違う
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と思うんですよ。この辺は、申し上げて
おきたい。平成１２年が０．０６３、一
時、平成９年が０．０６下がりましたけ
ど、またもとに戻ってるわけですから、
下がったけども、また上がってきてるわ
けだから、このことは厳しく指摘をして
おきたいと思います。
　２分の１問題です。結局この貨物駅の
事業の中で、国鉄債務の返還とかありま
すけども、２００３年度まで、この梅田
貨物駅の方ですね、処分するんだという
のも決まってる期限であります。百済と
か安治川口、詳しいことは僕も余り知り
ませんけども、どちらも、あるところは
容量的にクリアできないと、新たな施設
がいるんだと、用地もいるんだと。もう
１つはそのためのの線路が新たにいるん
だということで、これが２年たっても全
然進んでないと。つじつま合わせに回答
書が一昨年の１２月１９日に来たという
ことなんです。そこで、ぜひ考えてほし
いのは、大阪貨物ターミナルの流れです。
先ほど岡田参事は大阪貨物ターミナルの
経過を参考にして、今度は、だから協定
を結んだという意味でとらえてますけど
も、貨物駅の問題でも経過は大変なんで
すよ。
　５７年１０月１日に当時の市長が覚書
書を結んでます。その中には、西側の中
央環状線については限定といいますか、
こういう覚書が結ばれています。その前
段としては、市側としては西側に出る場
合は近畿自動車道に貨物車が通れるよう
な専用通路をつくりなさいということも、
一時は申し入れしているわけです。結果
としては、そういう経過をたどっている
と。僕らも手元に資料を持ち合わせてお
りませんけども、茨木の対策協議会と同
じように結んでおると思うんです。そこ
を聞いてみますと、将来ここで取り扱う

貨物量は１００万トンということが言わ
れてます。この資料は、僕らも持ってな
いんです。しかし、いろんな情報ではそ
うだと、これが今、平成１２年度時点で
２０４万トンになってるんです、倍なん
です。ちなみに、梅田は２００万トンで
すけども。そうしますと梅田貨物駅の今
の用地の国・府、関西財界の動きも含め
て、それと移転先で対象に見られている、
その他の貨物駅の立地条件だとか条件を
見ますとどうなるのかですね。悪く言え
ば、全部がこの吹田操車場へ持ってくる
ということを想定していろんな根回し、
いろんなことが始まっているんでないか
なと、そういうように思わざるを得ない
というのが大阪貨物ターミナルの経過も
含めてですよ。そういう意味では、やっ
ぱり参事の方からは、いろんな現時点で
の取り組みについて報告がありましたけ
ども、ちゃんと取り組みをされていると
いう事実を示さなければ、幾ら行政手続
だから別問題だということで、環境アセ
スはゴーを出してますけども、今、この
時点に立ってますけども、それも中止し
なさいと、こういう立場に立っても問題
ないと思うんですよ。それだけ、一番大
きな問題であるこのことについて、もう
少し厳しい態度を取らなければ、全体の
動きを見た場合に、全部ここに移ってく
る、そういう基本戦略が控えているんじゃ
ないかという気がしてなりません。そう
いう意味で、基本協定の履行に対して、
この立場からも、やっぱりもっと厳しく
ということで、ダブらないご答弁をお願
いしたい。
　それと、完成後の進入路の問題です。
専用道の敷地に入るところですけども、
物理的に左折できる防止策がないと。要
因的には、こういう形で云々という話が
ありました。これを今回の準備書をつく
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る時点ではっきりしているわけで、昔か
ら摂津のある場所を工事中通って工事を
していくんだという計画はなかったんで
す、昔は。そういう記憶がありますけど
も。吹田の方はありましたよ、岸部の付
近ですね。わかっているのにそれを持っ
てきたという意味が何なのかということ
です。だから、普通だったら５年間の工
事期間中、最大の場合で３５０台の車が
出入りをすると、若干幾つか分散します
から台数は減りますけども、こういうこ
とがわかってるわけですから、５年間の
中で何百台というのが１日に走るわけで
すから、当然、あそこの入口にああいう
形で２０戸ほどの新しい住宅ができてい
るという点からしても大変なことになる
ということはわかっているわけですから、
それも承知で、そこに進入路の計画を持っ
てきたということからしても、なんか、
この十三高槻線への出入り問題とか考え
た場合、この２分の１問題もそうですけ
ども、なし崩し的にそういう強行突破が
されてくるんではないかなという大変、
心配をしています。
　そういう意味では、この左折の問題に
ついても、きちんとその方策をこういう
ふうにするんだと、このことによってシャッ
トアウトできるんだという、この対策案
を示すべきだと、そういうことについて
も早急に出すように摂津として公団に、
ぜひ申し入れをするべきだと思いますけ
ども、いかがでしょうか。
　専門委員会のことは大体わかりました。
　その他の問題にいきます。これだけ大
変な事業の工程が提出をされたわけです
から、今後検討して、財源面でもこうな
るんだと、その他の問題もこうなるんだ
ということで、そういうあれではなくて、
これまでいろんな調査をやってきてるわ
けです。数千万円かけてですよ。その結

果こうなのかという思いが一応、個人的
にはするわけであります。今、最大の行
政の焦点は、行政側としては、国や府や
関係団体との関係で進めていきたいかも
わかりませんけども、短期的な財政再建
ですよね。これまでは震災の問題があっ
たとしても、財政状況は少し豊かであり
ましたけども、融通がききましたけども、
それでも手をつけなかったと。いっそう
しんどくなっている中で、これに手をつ
けようということを今、そのための調査
が入ってきてるわけですね。そういう意
味では、まちづくり支援課にしても、やっ
ぱり今の財政状況に対して、この計画が
どういう影響を与えていくのかというこ
とで、やっぱりそういう評価ができるよ
うな論議をぜひやってほしいと思うんで
す。
　財政状況からして、例えばこの数年間
の赤字再建団体になるだろうという期限
の中で、財政的なこの計画による財政支
出の限度といいますか、当然そういう検
討を今でもやっておると思うんです。そ
ういうことをやっぱり、きちんと分析も
し、担当課にも示して、財政面からどう
なのかと。これをしなければ１０年後、
１５年後に新たな多大な負担を後々、市
民に残していくということにつながって
いくわけです。そういう意味では、もう
ちょっと市長も含めて、財政破綻目前と
おっしゃっているわけですから、そうい
う意味での分析をどんな事業を展開する
場合でも、今回もそうでありますけども、
まず論議をしていただきたいと。調査し
て、その結果でなくて、課長以上、財政
状況に対する認識は大体、お持ちだと思
います。
　一方で、例えば去年の選挙のときに申
し上げてましたけども５７０万円の乳酸
飲料の訪問宅配を減らしていこうと、１
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年延期になりましたけども、５７０万円
です、６４０世帯で。今、庁内では、各
課で持ってる食糧費、年間数万円とか数
千円とか、これを何としても決算で残し
ていこう、使わんように残していこうと
いう、いろんな数万円、数千円程度で経
費の節減努力をしてるわけです。一方で
は、この１，６００万円の予算見ますと、
５００万円しか補助金がつかないと、３
分の１ですわね。あと１，１００万円は
一般財源ですよ。こういう比較をした場
合、やっぱりどこかおかしいんではない
かなという気がするわけですよ。そうい
う意味では、財政状況についてどう見る
のかですね。
　それと、先ほど答弁がなかった情報公
開の問題です。工程表では、いろいろそ
の部分の説明があったんですかね。都市
計画法等に基づき、今回みたいな縦覧と
か始まっていきますけども、こうではな
くて、説明会をやってくれと。できれば
小学校区単位の、これまで申し上げてい
るようなまちづくり会議だとか含めて、
僕らも住民と話す場合、なかなかしんど
い場合もありますよ。職員も大変かもわ
からん、言葉使いも含めて。しかし、こ
れは今後、出発したら１０数年かかる事
業を展開しようとされているわけですか
ら、もっと落ち着いて、そういうシステ
ムをつくって、その上で将来のまちづく
りの摂津市のコンセプトをつくり出して
いただきたいと。全体のコンセプトの中
で、この地域はどうするのか、この計画
はどう位置づけするのかと、こういうも
のを時間かかっていいから、やっぱり情
報公開をしながら、一緒に練り上げてい
ただきたいと、これをしなければ市民は
多大な負担を押しつけられて、財政も直
らないと、大変な状態です。
　だから、そういう意味では、そういう

システムと方向づけを進めていただきた
いということでありますけども、どうで
しょうか。
　１回目の質問で申し上げた財政破綻と
言われている年度と、その一方で大型開
発を進めていくというこの状況をどう見
ているのか、赤字再建団体になれば当然、
災害だとか、それ以外はできないわけで
ありますから、奇妙な事態になります。
そういう点で、その辺の精査はどう考え
ているのか。
　総合福祉会館の建てかえ問題でありま
す。今の財政状況の中で財政負担の平準
化とか、その中でできる限りの公共サー
ビスを提供していくんだということで、
昨年からの経過の中で出てきた案を基本
に、今年１年間煮詰めて、来年、次の段
階を踏んで、この事業を進めていこうと
いう計画であろうかと思うんですけども、
ＰＦＩについては所管外ですから、余り
言いませんけれども、地方公共団体とし
て、まだ未開拓の分野ですね。確かに去
年の３月時点で、資料で見れば約６０か
所をＰＦＩ方式が導入されているところ
がありますけども、これまで進めてきた
民間資本を導入した公共部門での大型開
発が破綻し、これでは新たな公共事業は
展開できないということで、日本型ＰＦ
Ｉとして、これが出てきたわけです。そ
の中には第３セクターでできなかった運
営だとか、供用開始した場合に、リスク
の問題、利潤が上がる問題とか、きちん
と契約をして出発をするわけであります
けども、すべてそこに、より民間資本を
投入できるシステムをつくろうとしてい
るわけですから、もうけを主とする民間
企業の参入では、やっぱり利潤追求であ
ります。
　ファイナンスの資本という点では、そ
こで金融機関が乗っかかってくるという
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ことになります。しかし、委託して建物
を建てて事業を展開する。最大、３０年
間になりますけども、その中で参入した
事業所が破綻なり、契約に応じた事業を
展開できなくなった場合、そこで不履行
によっての、いろんなまた協議が始まっ
ていくだろうというように思いますけど
も、すべてやっぱり利潤追求のために、
そのために法的な整備、契約が結ばれて
いくだろうと。極端な話、国の方では地
方財政に対する地方交付税の減もありま
すけども、ＰＦＩ方式で事業展開した場
合、そこに参加した法人なり、事業者に
地方交付税を渡していくということも考
えているわけです。国民の税金の民間へ
の還流ですわ。そういうことも問題点は
ありますけども、しかし自治体としての、
それをきちんと精査し、判断できる能力
が、経験もまだまだ少ないわけで、いろ
んなガイドラインは国が示してますけど
も、そういう事態の中で、たまたま市民
プールが公募によって売却できなかった
と、そういう提案もあったということで、
それにすぐ乗っかることが僕はいいのか
どうか、大変疑問なんです。全面的に、
あかんとは言いませんよ。その辺の整合
性がわかりません。昨年いただいた資料
を見ますと、当委員会でもらったと思う
んですが、積み立てている基金の中で建
てかえしていくということが基本で、４
案が出てます。
　例えば、総合福祉会館リニューアルで
いきますと、コストアップ要因は、幾つ
か述べてますけども、約１２億円で基金
内で収まると。ふれあい広場での新築案
が、これも約１２億円。コスト差もあり
ますけど、こういうことでこれまでさま
ざまな検討をされて、福祉会館について
は基金内で収めていくという結論が当時
出たわけです。取り壊しもやっていくん

だと、取り壊し費用が５，１００万円で
あります。さすれば今回提案されてます
ように、財政が大変だから、一時期、こ
の再整備基金からもお金を借りたいと、
財源対策として、この中で精査がされた
だろうと思うわけですけども、ただ、慎
重にこのことを精査をしなければ、また
お互いに勉強しなければ、新たなもうけ
口として、国や財界が方針を出して生み
出された方式でありますから、そこには
当然、利潤があり、リスクが少なくない
法的な整備もあるわけですから、より慎
重にしなければならないと。これまでの
二の舞になるだろうという気も個人的に
はしてますけれども、そういう認識だと
担当理事は思いますけども、１年、２年
のこの進め方といいますか、その辺どう
でしょうか。
　地方自治体で初めてＰＦＩ方式を導入
した部分があります。東京の金町浄水場
の発電所建設です。ここでは、当初から
アドバイザーに入った人が第一勧銀のシ
ンクタンクであったことから、それの係
わりのある石川島播磨重工業、清水建設
などが、この仕事を受注をしたというこ
とも出てるわけですけども、今回、ＮＰ
Ｏ団体ということでありますけども、い
ろんな意味で日本の公共事業は、あそこ
の公共事業は次はどこのゼネコンだとか、
大体決まってるというのが、公にではあ
りませんけども常識なんですね。そうい
う意味では、今の３０万円の予算を使っ
て云々ということでも、大変慎重を要す
ることだと思いますし、そういう意味で
はぜひ慎重に扱っていただきたいという
ことであります。その上で、先ほど申し
上げたそういう、１年間、２年間の間の
進め方の問題について、こうした疑問、
不安な問題について担当理事として、ど
う見ているのかご答弁をお願いしたいと
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思います。
　正雀駅前の整備の問題です。この間、
議会でも論議された方向があると思うん
です。長年、あそこの駅前付近が放置を
されて、できる限りの整備、安全対策を
行ってきたかと思いますけども、考え方
として阪急高架も当然ありますけども、
今現在の状況からして、いわゆる交通量
だとか、人間が歩いたり、自転車が通っ
たり、バイクが通ったり、車が通ったり
する中で、危険な場所はわかっているは
ずですから、当面、そういう意味での安
全対策について最大の努力をして対策を
講じていくと。
　もう１つは、これまでまちづくり懇談
会で若手を中心にしてご苦労なさってお
りますけども、これからのまちづくりは、
ある地域は基本的に車を入れないと。中
については、引っ越しだとか急用の場合
とか、この道を通ってくださいというこ
とを前提として、自転車、歩行者が楽し
くショッピングできる、過ごせる空間に
していくという、こういうコンセプトも
あると思ってます。これは当然、日本の
今の状態として僕らもそうですけども、
より便利、より便利ということで慣らさ
れてますから、なかなか住民合意はしん
どいと思いますけども、そういう方向も
あろうかと思いますけども、今回、正雀
駅前の問題では印刷製本費が含まれてま
すけども、その辺の方向について検討内
容に入らないものか担当のご意見を聞か
せていただきたいと思います。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　まず、私の方から
２点についてご答弁申し上げます。
　まず、１点目の基本協定の第６条の関
係でございますけども、これらにつきま
しては平成１１年１２月２７日に環境影
響評価実施計画書が本市に提出されてき

ました。それを受けまして、１２年１月
に本委員会を開催していただき、その中
で市としての方向づけを一定、ご報告さ
せていただいたわけでございます。その
時点では、計画書であるので具体がわか
らないということで、我々といたしまし
ては準備書が出てきた段階で速やかに住
民説明していくということでご報告させ
ていただいて、一定のご理解をいただい
たというように判断させていただいたわ
けでございます。
　２点目の大阪貨物ターミナルの関係に
つきましては、昭和５３年８月から５７
年の８月まで、過去６回ほど当時は公害
交通対策特別委員会という名前でござい
ます。その中で、いろいろ議論されてき
た経緯があります。その中で５３年８月
の委員会の記録を見ますと、当初は大阪
工事局から本市に申し入れがあったのが、
約２２０万トンで、なお車が２，９６２
台が出入りしますということの提案を受
けまして、本市としては、いろいろその
都度、特別委員会等を開催する中で、い
ろいろ国鉄と協議されてきたという経過
がございます。その中で、最終的には昭
和５５年１０月の段階で、大阪貨物ター
ミナルについては、１日の取り扱い量が
１２０万トン、なお車両については１，
２００台ということで、これが最終の取
り扱い量ということで把握しておるわけ
でございます。その中で、一定、市とし
ては合意に達したというように判断させ
ていただいております。
　先ほど野口委員がおっしゃってた、大
阪ターミナルの貨物取り扱い量等々につ
きましては、我々１２０万トンというの
は、あくまでもトラックの出入りという
表現をしております。１１年度の大阪貨
物ターミナルの取り扱い量については、
コンテナは約１２０万トン強でございま
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す。その中で一般車扱い、以前はピギー
と言うとったやつですけども、これが約
２トンやと、それ以外に中継が７３万ト
ン含まれておるということで、合計が約
２００万トン強であるということは、我々
資料をいただいておる中身でございまし
て、我々は中継はあくまでも過去にも言
うてますように、プラットホームの両サ
イドに列車が入ってきて、そこで荷物を
積みかえされるのが中継であるという判
断をさせていただいておるわけでござい
まして、吹田についても１００万トン、
プラス中継は一定の部分は示されますけ
ども、あくまで我々、問題にしておるの
はトラックの出入りを最大基準にしてお
りますので、その辺はよろしくご理解を
賜りたいと思います。
○山本善信委員長　前川課長。
○前川環境対策課長　大気汚染の現状の
考え方についてのご答弁をさせていただ
きます。
　大気汚染の、特に二酸化窒素の濃度の
問題につきましては、先ほどご答弁させ
ていただいたように、平成３年では０．
０７３ｐｐｍ、平成１２では０．０６３
という数字が出ております。０．０１ｐ
ｐｍと、かなり大幅に減少していること
は事実でございます。この数値につきま
しては、まだ我々としては環境基準を依
然として超えている状況でありますので、
特に現状で満足しているという状況では
ござません。ただ、先ほど述べましたよ
うに、簡易測定の総体的な評価といたし
ましては、主に中央環状線の２地点が環
境基準を超えている地域であろうという
のは推測できます。一般地域については、
かなり環境基準は下回るであろうという
ふうには、我々考えております。
　こういう点からいきますと、自動車の
窒素酸化物の対策が必然的に必要な対策

という形で、従前の総合的な対策を含め
て、今回、国の方からも自動車の窒素酸
化物の量を約５０％減らすという施策も
出されております。これら総合的に検討
して、対策等講じていきながら、環境基
準を満足するような方策を検討していき
たいというふうには考えております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　進入路の件につ
きましては、あくまで山田川の方からの
工事用車両として解釈していただければ
結構かと思います。そして、工事が完了
した折には、当然、今現在、仮進入路と
して使った分につきましては閉鎖すると
いうことでございまして、開業後に伴い
ます車両は一切この部分からは出入りし
ないというふうな内容をお聞きいたして
おります。
　今後につきましても、やはり協定の履
行に当たりましては、その部分につきま
して、本市といたしましても再度確認を
してまいりたいというふうに考えておる
ところでございます。
　そして、一定今現在お聞きいたしてお
ります、その工事用車両につきましては、
片側１３０台、往復で２６０台というふ
うなお話をお聞きいたしておるところで
ございます。
　２点目の十三高槻線の左折についての
考えでございますが、先ほども岡田参事
の方から具体的な内容を申し上げました
が、やはりこれらの担保性につきまして
は、吹田市域でもあり、また十三高槻線
に流れてくる可能性もございますので、
本市と吹田市、協調しながら、その内容
につきましても今後煮詰めていきたいと
いうふうに考えております。
　本市と、これから所轄を交えた中での
協議になろうかと思います。
　それから、ある地域は、正雀地域にお
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きましての車の乗り入れをさせない方法
はどうかというご意見があったわけでご
ざいますが、この内容につきましては基
本的には一定、これらの施策を組み立て
るに当たりましては、当然、交通規制の
問題が生じてまいります。また、これに
大きく関係いたしますのは、そうすれば、
これを車両を通行どめにすることに対し
まして、いわゆるループする道路がある
かどうかの問題が当然、発生してまいる
ところでございまして、これらを付近、
見渡しますと、十三高槻線の完成がなけ
れば、なかなかここらの交通規制につき
ましても非常に困難な状況にあるのでは
ないかというふうにも考えておりまして、
今後とも、これらの十三高槻線の進捗を
見極めながら、土木の分野になるわけで
ございますが、協議しながら進めて、検
討もいたしてまいりたいというふうに思
うところでございます。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　短期的な
課題である財政再建の中で、まちづくり
支援課として、これらのプロジェクトが
影響を与えることについて、どう考える
かというご質問でありましたけれども、
今回、予算を計上しておりますシビック
ゾーン等のまちづくり構想の中では、当
然のことながら事業費を算出しまして、
それらに今、また国の動きの中で新たな
地方財政の支援制度等も考えられてきて
おる中で一定の検討を加えまして、その
中で今後の財政状況、事業費が組み立て
られた時点での財政状況と照らし合わせ
て、当然のことながらご判断を仰いでい
きたいというふうに考えております。で
すので財政破綻と大規模開発ということ
で、同じ関連の質問がありましたけれど
も、これらにつきましても、そういう採
算性と申しますか、事業費と財政支出と

の関係と、あと周りにこれらのプロジェ
クトにあります費用対効果、プロジェク
トを行うことによる本市としての利益と
いう部分も精査しまして、お示ししてま
いりたいというふうに考えております。
　このまちづくりに関する情報公開とい
うことでご質問がありましたけれども、
これらにつきましては、今回の一定の構
想につきましては、その情報公開に資す
る部分までの熟度に達するかどうか、そ
の辺も踏まえまして、そういう熟度を見
極めながら、今後検討してまいりたいと
いうふうに考えております。
○山本善信委員長　奥村理事。
○奥村市長公室理事　それでは、ＰＦＩ
に関係しましてお答え申し上げます。民
間企業参入を図る、民間の利益誘導を図
るようなご発言があったんですが、いず
れにいたしましても、従来に設計を市が
委託をする、工事請負契約を結ぶ、これ
とても民間に利益を提供するというよう
な形になろうかと思います。
　ＰＦＩで本市が望んでおりますのは、
絶対額が削減される、これが検証された
ときにはＰＦＩはもちろん実施していき
たい。先ほど言いましたように、今の財
政状況では、財政の平準化をしていきた
い、この両方を求めていきたいというの
がＰＦＩの本市の考え方でございます。
　先ほど、第３セクターのことについて
触れておられましたが、昭和６１年に民
活法ができました。これは、民間企業、
あるいは公共団体が共同出資して株式会
社をつくり、公益的な役割を担うととも
に、収益事業を実施しようとする、そう
いう趣旨でつくられました。ご指摘のよ
うに、全国的な第３セクターのところで
は、財政破綻をしているというセクター
が非常に多いことは承知しております。
それの原因としては、運営に対する誤解
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があったり、あるいは財務上の不都合が
あったり、市場ニーズの設定のあまさ等々
がいわれております。
　これら反省を含めまして、ＰＦＩの事
業の理念みたいな部分が出されておりま
す。それは、官と民が一緒に仕事をする
ことを前提としていた民活法の反省から、
役割分担をきちんとするというようなこ
とです。それから、民間的な事業展開が
積極的に展開できるように、環境の整備
を目指す、これがＰＦＩの考え方でもあ
ります。それから、公共性、公開性、高
い民間事業の選出を行うということになっ
ておりまして、ＰＦＩには５原則、３主
義というのがございます。先ほど、一定
の業者に対しましてのお話があったんで
すが、ここで一番大事なことは、公平性、
あるいは透明性、効率性だというふうに
考えております。通常、指名競争入札で
はなしに、一般公募ということで、広く
民間の競争心をあおりながら、より安い
形で提案をしていただきたいという考え
でございます。
　それと、先ほど言いましたように非常
に財政が苦しい中で、従来の方式でした
ら１００かかるとしても、一定、事例を
見ますと８０ぐらいの経費で、ライフサ
イクルコストなんですが、８０ぐらいの
経費でできているという事例もあります
ので、２０の削減を求めていきたい、あ
るいは平準化をしていきたいという考え
でございます。
　それで、ＰＦＩ事業そのものは１１年
に法律ができましたので、非常に歴史が
浅うございます。それなりに各市が取り
組んでおりますが、先ほど６０数件の数
値でございますが、一番最新では二百数
十件が各都道府県、あるいは市町村で検
討されているというふうに考えておりま
すので、各市とも非常に財政状況の厳し

い中で公共施設の整備をそこに求めていっ
てるんではないかというふうに考えます。
○山本善信委員長　今回の調査と財政的
な将来とのかかわりの話についての基本
的な考え方について、小野助役。
○小野助役　野口委員のご指摘の問題、
総務常任委員会でも、この議論がござい
まして、今の状況から見れば平成１７年
には一定の基金補てん後においても４２
億円程度の赤字が出てくるんではないか
ということを申し上げました。
　それで、今後、本会議で申し上げまし
たように、この財政健全化、再建の問題
は喫緊の課題でございますから、この議
会修了後には、第３次行革に向けた取り
組みを早速に始めるつもりにいたしてお
るところでございます。それについての
項目も私なりに頭に入っておりますから、
一定その中で指示をする中で、今後の財
政の、今後における基金の充当と、それ
から特定目的基金の財源対策についての
基金の問題等の中で、第３次行革の具体
的な指示をしてまいりたい。その中で、
まずは財政の再建についての具体的な数
値をおとした上で、できるだけ早く議会
とも協議に入りたいというように考えて
おります。
　それで、このまちづくりにつきまして
は、先ほど奥村理事から申し上げており
ますように、例えば現福祉会館の敷地は
今後どう活用するか。もし、ＰＦＩ事業
が１５年の早い時期に一定の方針を出し
たいと思っております。そうしたときに、
現会館敷地はどう見るか。当然ながら、
そのようなことも含めて、いわゆる資金
充当、もしくは今後における南千里丘開
発問題といいますか、まちづくりといい
ますか、これも大きな中身になってこよ
うと思います。そのようなことも見回わ
した中で、先ほど岡田参事が申し上げま

－�42�－



したように、今回、通常国会で都市再生
特別措置法が上がっておりますから、今
までの公団が引いた絵図面ではなくて、
いわゆる摂津市における公共施設、例え
ばこれから議論いたしますが、あと残っ
ておるとなれば、少子・高齢という考え
方でいくならば、仮に南千里丘地区には、
例えば生涯学習機能でありますとか、健
康ゾーニング、子育て機能というような
ことの一定の内容の今後、議論も詰めて
いくという考え方を持っております。
　そういったことも含めまして、今後、
都市再生措置法の運用と、それから住市
総等々の関連、その中での調査事業によ
りまして、必要財源、当然これは一般財
源で市債になりますので、それがどうい
う動きを示してくるか、それと、第３次
行革で取り組んでいく中身と、このまち
づくりの１０年、もしくは１０数年のパ
ターンの中で、どのところでなら摂津と
して一定の形ができるか、それが一部な
のか、例えば正雀のところしかできない
ということになるのか、それともまた南
千里丘のこともできるとなるのか、今、
それは短期、中期、長期ということの中
で、密接にかかわっておりますので、い
ずれにいたしましても総務常任委員会で
もお話しましたように、まずは第３次行
革ありきとして、一定の我々のその考え
方の整理をし、財源不足額を出し、そこ
に補てんがどうできるかということが、
まず喫緊の課題であるというようにも考
えております。それとＰＦＩの事業が成
否はどうなるのか、そこでこの２年間事
業の中でこれがどう乗ってくるかという
ことで全体が見えてくると、そういう今
後のスケジュールで今後対応してまいり
たいというように考えておるところでご
ざいます。
○山本善信委員長　野口委員。

○野口委員　個別の質問は余りしたくな
かったんですけども、例えば工事車両の
入るところですが、こう入っていきます
けど、ほかの通行はできないんですか、
そういうやり方もあるわけでしょう。
　あそこの山田川の方から入って向こう
へ抜けていきますけども、逆に芦森工業
の向こう側へ出る方、片側通行でありま
すけどもそういう選択もあるだろうし、
もし必要ならば、当然、今回の専用道路
ができるわけですから、本来ならば一番
左端の敷地の、そこから工事中のすべて
の車両を入れるべきでありますけども、
そういう意味では、そういう要求の仕方
もあろうかと思うんですけども、これは
どうでしょうか。
　２分の１問題に関連して、先ほど担当
部長の方から、大阪貨物ターミナルの平
成１１年度の数字が示されましたけれど
も、５７年に１２０万トンということで
コンテナ扱い、いわゆるトラック云々の
問題ですけども、途中、最大で平成３年
度に１６０万トンになっておるんですね、
コンテナだけでも。５年前、半分にする
から協議してほしいということが始まり
ました。ということは、平成９年、前々
回の市会議員選挙があったときの６月１
８日と聞きましたけども、このときから
偶然１２０万トン下がってるわけです。
途中、平成元年から１５０万、１５０万、
１６０万トン、１３０から１６０万の間
で、コンテナ分だけですよ、そういう量
になってるわけです。だから、いろんな
戦術といいますか、考え方があるわけで、
それに負けないで住民の声をバックにし
て厳しい姿勢で取り組んでいただくとい
うことが今、行政が大事な点だと思いま
す。そういうことで、るる申し上げませ
んけども、改めて基本協定の立場に立っ
て、厳密な姿勢でさまざまな問題点を確
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認しながら臨んでいただきたいと、こう
いうことを申し上げておきたいと思いま
す。
　もう１点は、近隣各市と関連する工事
がありますけども、貨物駅はわかりまし
た。例えば、連続立体交差、高架化事業
ですね、これが吹田、摂津、茨木にも関
係しますけども、この連続立体交差に関
する近隣各市との連携取り組み状況はど
うなっていますか。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　工事車両の問題
でございますが、我々今、鉄道建設公団
とも協議いたしておりますのは、一定、
正雀川の方だけじゃなくて、他のルート
ということも要望させていただいておる
ところでございます。先日の説明会にも
ございましたように、準備書が出されま
した。準備書の内容では、山田川の部分
につきましては出入りを伴う道路として、
なおかつ正雀川の方のルートにつきまし
ては進入は除いて出る方を主眼して置か
れています。と言いますのは、正雀川の
方が一方通行をかけられているというふ
うな状況から現在、出るだけの話でもっ
て協議をさせていただいていると、これ
がまだ現在決まったものではなく、準備
書の説明会をした折に、またこれから住
民の意見書をいただく機会を設けており
ます。さらに、これらに住民の意見書を
出していただいた上でもって、環境対策
課の方が審議会を設けます、その審議会
に諮って、一定、市としての方針を出し
て、最終的に鉄道建設公団に意見書とし
て出していくと、こういうふうな流れに
なろうかと思います。
　この工事用車両につきましても今後、
私どもも住民の意見を尊重しながら鉄道
建設公団に対し、できる策につきまして
は十分要望はしてまいりたいというふう

には考えておるところでございます。
　そして、連続立体交差事業に対します
近隣各市の取り組み状況の内容でござい
ますが、当然、我々連立事業を進めるに
当たりましては、吹田市、あるいは茨木
市の両市が絡んでくるわけでございます
が、今のところ具体的な内容については、
両市とも協議はしていないところでござ
います。しかしながら、以前、国の採択
を受けて以来、吹田とは若干、そういう
連立促進に向けての協議につきましては、
いろいろと議論をやってきた経緯がござ
いますが、今現段階におきましては、な
かなかその連立の事業熟度が上がらない
ということで、お互いに協議はいたして
ないところでございますが、本市につき
ましては、とにかく連立を視野に入れた
中でのまちづくりということを考えてお
りますので、大阪府なり、そこらの動向
を十分把握しながら、また協議もいたし
ながら、現在進めておるところでござい
ます。
○山本善信委員長　木村委員。
○木村委員　摂津市の中で、とりわけ財
政を取り巻く環境は厳しい中で、一方で
は第２次行革を進めて、そしてまた財政
の健全化を図り、さらには第３次行革に
進めていこうという、そういう厳しい状
況の中で、一方では２１世紀にふさわし
い夢のあるまちづくりを進めていこうと
いうことで、シビックゾーンのまちづく
り構想を立てられて、今回、１，６００
万円の調査費をかけて、これから調査を
されていこうということなんですけれど
も、これからそういう構想の調査をされ
ていく段階で言うのもおかしいんですけ
れども、従来から取り組んできた摂津市
の大きなプロジェクト、このことについ
ての経過も大事にしてもらわないけませ
んし、そういう点では正雀の駅前再開発
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については、まちづくり懇談会が設置を
されて、一定の意見具申をいただいて、
勉強会に切り換えられて、そのあと、ま
た若手の勉強会に切りかえられておるん
ですけども、これとて１０数年たつ中で、
経済情勢の変化の中で、大きく、やっぱ
りまちの様相も変化をしましたし、この
地域の中で市施行でやるということは、
とてもやないけども可能性が薄いですし、
もう一方では組合方式でやるといったと
ころで、今、正雀の地域の実態を考えま
すと、組合施行でやっていこうという元
気が出ておらないという状況もあること
は１つの事実であります。そういう点で
は、正雀の駅前再開発についても従来計
画しておった全体的なまちづくりではな
しに、やっぱりミニ再開発という形で私
は当面の間、取り組んでいかなければな
らないと思ってます。
　先ほど、助役の方から長期、中期、短
期と、そういう形で取り組んでいくとい
う方向性も答弁をされましたけれども、
やはり当面の問題として、正雀の駅前の
交通問題を解消するためには、やはりあ
の駅前を何とかせないかんということは
事実ですし、そういう点では代表質問の
中でも取り上げましたけれども、当面は
一部用地を買収してでも交通安全対策の
ための取り組みをするということが大事
だと思います。そういう状況の中で、正
雀の市民ルームの横に信号機が設置をさ
れて、地域の方からいろんな意見が出て
おります。よかったという意見と、なぜ
やと、必要度からすれば、もっとほかや
ないかというような意見もある中で、地
域としては、やはり駅前に信号機の設置
を求めていかないかんという形の中で、
摂津警察の方とも一定、当面この間申し
上げましたように、二灯式の信号機をつ
けてもらいたいという私たちの要求に対

して、前向きに取り組んでいこうという
ことになっておりますが、交通課長もこ
の３月で勇退されて、また体制が変わっ
ていきますし、そういう点では先日も摂
津警察署長に、担当の課長は変わろうと
も、やはり行政と一緒で警察も一貫性を
持ってこの問題についてはきっちりと引
き継ぎをしてもらいたいということも申
し入れをしましたし、そういう点では署
長の方も、きっちり申し渡しをしますと
いうこともおっしゃっておりますし、そ
ういう点では当面の問題として、そうい
う信号機がつく予定ですけれども、やは
りきっちりとした信号機を設置していこ
うと思えば、やはりあの敷地、一部を買
収していかないといけませんし、もう一
方は、阪急の倉庫の敷地等についても一
定、阪急とも交渉しながら、用地買収な
り借地なりをすることによって、あそこ
の駅前の交通安全対策を講じていく、そ
ういうこともやりもってシビックゾーン
のまちづくりの構想の中で、より広く開
発ができるようであれば、やっていかな
あかんと思いますし、そういう取り組み
が必要かと思うんですけれども、その辺
についてをお聞きしたいと思います。
　もう１つは、千里丘西の再開発ですけ
ども、これも東の再開発が完了し、西の
再開発が組合施行で計画をされて、もう
既に１５年以上の経過をしておるんです
けれども、毎年１００万円ずつの補助金
を組合の方にお渡しをし、それ以後、５
０万円に変更にはなりましたけれども、
そういう形で、ずっとやっぱり１５年以
上の経過の中で取り組みがされてきてお
ります。しかし、我々の目にはっきりと
した方向性が、今、見えないのが現状で
すし、そういう点では、今の組合方式に
も、やっぱりいろいろ問題があるんでは
ないかということで、それこそ大きな権
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利を持っておられる方が３人ほどいらっ
しゃいますし、その辺の民間活力をやっ
ぱり導入することによって、一緒になっ
て開発をしていく。
　例えば、１つは準備組合を早く本組合
に移行して、その中でやはりそういう大
口の土地所有者と一緒に西の再開発もやっ
ていくということも模索をしていかない
と、現状のままでは一向に進んでいかな
いと思いますし、そういう点でこの調査
の中で、そういうことも念頭に置きもっ
て、やってもらいたいと思うんです。
　南千里丘問題は、市長の公約として出
されて、国の方の都市再生本部の方のい
ろんな意向も踏まえながら、これに、措
置法に乗っていこうということで取り組
みをされておるんですけれども、非常に、
この南千里丘問題は、ほかの事業にも大
きく影響を及ぼしていきますし、とりわ
け先ほど申し上げましたように、千里丘
西、あるいは正雀の駅前再開発等とも大
きなかかわりが出てきます。大きな都市
計画が南千里丘にできますと、やはり従
来以上に西とか正雀の再開発が厳しい状
況に追い込まれていくということも事実
ですし、そういう点では、やっぱりいろ
んな全体的な情勢を分析をしながら、摂
津市の大きな都市核をどうするかという
観点に立って取り組んでもらうことはい
いことなんですけど、ほかの計画を犠牲
にした上で新しい南千里丘ができていく
ということでは、やっぱり市民の合意が
得られないと思いますし、そういう点で
は南千里丘問題は、ほかの事業に及ぼす
影響も大きいですし、そういう点では慎
重にやってもらいたいという気がします。
　吹操の跡地問題につきましては、既に
環境影響評価の準備書の説明会が開かれ
て、我々も説明を受けたんですけれども、
午前中に議論されておりますように、基

本的には梅田貨物の分散をどうするかと
いうことをはっきりすることが大きなポ
イントになると思うんです。そういう点
では、今まで貨物の取り扱い量も刻々と
変化をしてきましたし、今は吹田は１０
０万トンということですけれども、具体
的に大阪市内の分散先が、はっきり表に
出てこない。安治川とか、あるいは百済
とか、いろいろありましたけれども、今、
最終的に詰めをされておるのは、多分、
百済だと思うんですけれども、その受け
入れの動きが、今一体どうなっているか
ということは私たちにも十分理解がされ
ませんし、方向性も見えてきませんから、
やっぱりそういう受け入れ先がはっきり
決まった上での環境影響評価という形に
なっていかないと、今やった段階で、さ
らに取り扱い貨物の量が変化してしまう
ということでは、何のための環境影響評
価だということになってしまいますし、
やっぱりその辺の動きと連動していく必
要があると思うんです。そういう点では、
非常に政治的な側面、やっぱり地元との
話し合いのいろんな経過の問題等があっ
て、表に出しにくいことがあろうかと思
うんですけども、やっぱり私たち、摂津、
吹田の市民としては、やはり１００万ト
ン受けるんであれば、あとの１００万ト
ンはどこが受けてくれるんだということ
をはっきりしてこないと、なかなか同意
することができませんし、摂津市が従来
取ってきたスタンスというのは、やはり
そういう環境問題をちゃんとクリアしな
いと摂津市は協力できませんよという大
きな基本姿勢があったんですから、そう
いう点では、きっちりと鉄建公団の方で
そういう吹田以外の受け入れ先の動向に
ついても、我々に十分説明責任を果たし
てもらう必要があろうかと思うんですけ
れども、その辺のことについての現状、
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担当部の方として、どういう受けとめ方
をされておるのか聞かせてもらいたいと
思います。
○山本善信委員長　栗林理事。
○栗林土木下水道部理事　委員おっしゃ
るように正雀駅前の交通安全対策は非常
に重要なことと認識しておりまして、従
前より、周辺の要望、それからまた議員
の皆さん方から改善を進めるようにとい
うこともございました。昨年９月に問題
でありました屋台が解決しましたので、
この平成１３年の事業としまして、一部、
不満足ですけども不法占用の防止と、ま
た歩行者の安全を守るために一部改善を
行ったわけです。それを受けまして、今
まではあそこの信号機の設置は、市とし
ては摂津警察には要望は出してなかった
わけです。
　今回、点灯式の信号がつくということ
を聞きましたんですけれども、先ほども
出ておりますように、小さい交差点の交
通安全を守る意味からいきましたら、あ
る程度の歩行者だまりが必要になってこ
ようということで、用地の取得も必要で
あろうと。それから、また一方、阪急の
方の用地も必要になってきます。そのた
めに、先ほども言いましたように、まだ
信号機の設置を１４年度に行い、それか
ら摂津警察署と信号の設置というか、定
周期式というんですか、それの本格的な
交差点改良ができるような形の、交差点
改良、本格的ではないですけども、一定
の場所でできるような形の協議に入って
まいりたいということで、今現在、話を
進めております。市から２、３の案を出
しまして大阪府警本部の方での協議が整
えば用地の交渉に入っていきたいと思っ
ております。阪急につきましては一定の
ご説明はし、交通安全についての必要性
は認識しておられるわけで、今後、乗降

客の人数をつかみながら、歩行者だまり
等の面積等も警察署と決定していきたい
というような順序立てをしております。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　吹田操車場跡地
問題におきます環境影響評価をするより
も、まず受け入れ前提をどう考えている
のかというご質問でございますが、本市
におきましては以前から、その問題につ
きましてご答弁申し上げておるような次
第でございまして、基本協定をするに当
たりまして、当然、私どもその受け入れ
でなく、履行することが問題があるとい
うことで基本協定締結に踏み切ったとこ
ろでございます。その中で、特に環境ア
セスにつきましては、一定、行政手続の
一環として進めるということでやってき
たところでございます。これらの行政手
続の内容に従って、今現在、整理をされ
ているものでございまして、またご指摘
の、特にその大阪市の貨物取り扱い問題
につきましても、この移転先が決まらな
ければ当然話にならないものでございま
して、今現在、大阪市の動向といたしま
しては、協議はされているものの公表段
階には至っていないと言いますのは、ま
だその場所が明確に位置づけできないと
いうこともお聞きいたしてございます。
このような状況から、ある程度の時期が
来れば一定の公表ができる時期も我々は
あるというふうにもお聞きいたしており
ますし、早ければ時期的にはこんなこと
を申し上げたら、またずれたら具合悪い
と思いますけれども、今年の終わりから
来年早々には、そういう話があるだろう
と我々思っておるところでございます。
それは、なぜかと申しますと、鉄道建設
公団の閣議決定が平成１５年と位置づけ
されております関係から、１５年の予算
を組み立てるに当たりましては、いち早
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くこの問題を解決していかなければ次の
ステップには入っていけないというふう
な状況もございますので、とりわけその
問題については今後お示しされてまいる
というふうな考えを持っておるところで
ございます。
　次に、南千里丘の問題につきましては、
先ほど委員ご指摘のとおり、大きなやは
り地域にとっての波及する問題でござい
まして、我々考えておりますのはシビッ
クゾーン等まちづくり周辺の整備という
形では、とにかく千里丘西並びに正雀駅、
そして予算の中には含めておりませんけ
ども、吹田操車場跡地も視野に入れた中
での一定、それを公共施設配置とか再整
備、さらには南千里丘を核とした位置づ
け、その中でも連立を伴う阪急の新駅、
こういったものを複合的に組み合わせな
がら、以後その事業の成否の判断をこの
２年間をかけまして、委員のご協力もい
ただきながら考えてまいりたいというふ
うに考えております。
○山本善信委員長　小野助役。
○小野助役　千里丘西の件でございます
けども、都市計画決定が３７年にされま
して４０年近く経過をしたという状況で
ございます。それで、木村委員ご指摘の
ように、いつまで準備組合かということ
でございます。確かにあの地域の中で、
大きな地権者が３名ないし４名おられま
して、そういう方の同意がなければ、い
かんともしがたいという状況でございま
した。
　ただ、今日の時点で、一部地権者がそ
ういう考え方を持って進めたいというこ
とは伺っております。そうなりましたと
きに、当然、行政としてのまちづくりが
ございますから、やはり個人と市という
ことになり得ないということでの考え方
を持っております。やはり、準備組合が、

基本的には、やはりまちづくりの本組合
に移行していただいて、その方も入って
いただいた中で１つの新しい組合をつくっ
ていただく、そういった形の中で行政と
の協議を始めるということで申し上げて
きた経過もございます。
　もう１点は、この西地区再開発事業と
都市再生特別措置法との関連も見ており
まして、この辺の形が今後において、そ
の意欲を持っておられると見られる方の
中身とこの特別措置法の形が、ある程度、
連携できるかできないのかというような
ことも市として見ておるところでござい
ます。そういったことの中で、私どもも、
この状況でいきますと、いずれにしても
市が開発するとか、そういったことはも
う到底無理でございますから、やはりこ
の都市再生特別措置法というのは民間事
業者が主体になって今度はやっていくん
だというようなことと、これがうまくマッ
チができるかどうかということもその方
には申し上げております。
　そうした中で、そういうことの国の動
きと、それから準備組合から本組合に移
行するその動きということが、マッチン
グするんであれば、私はあの辺のまちづ
くりというのは、一歩、二歩進むという
ように考えておりまして、今後も市とし
てそういう動きの中で情報を交換する中
で、ただ、市が本組合になりなさいとか、
やはりそこには権利の問題とか、いろん
な問題が出てまいりますので、なかなか
その辺のところは言いにくい点があるん
ですが、やはりあそこの地域のまちづく
りについて、やはり市として、民間がやっ
ていただけるのならば、市としてやっぱ
りその気運があれば、我々も支援につい
てはやってまいりたいと思ってますし、
今後、準備組合の方とも、そういうふう
な話も情報交換等させていただきたいと
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いうふうに考えているところでございま
す。
○山本善信委員長　先ほどの吹操のとこ
ろの話で、特に大阪市との関係の中で、
現状はどうなっているのかと。２分の１
の移転先について梅田で残るというよう
な話も若干あったんですが、現時点で何
がどんなふうに向こうで動いているのか、
全然動いてないのか、その辺の事情もちょっ
と聞かれているように思いますので、そ
の点についてお答えください。小西部長。
○小西都市整備部長　梅田貨物駅の取扱
貨物の残りの２分の１の大阪市の現状と
いうことでございますけども、私の知る
範囲については、鉄道建設公団から申し
入れがあって大阪市としては内部的に検
討しておるという状況しか入ってこない
ということでございまして、いろいろと
雑談では耳に入ってくるんですけども、
そういう内容については、できればこう
いう公式の場では差し控えたいというよ
うに思ってますので、よろしくご理解賜
りたいと思います。
○山本善信委員長　公にできる段階では
ないということですね、木村委員。
○木村委員　摂津の大きな核としてのま
ちづくりをどうするかということの中か
ら、南千里丘問題という問題が出てきて
いると思うんです。しかし、先ほど申し
上げましたように、従来から取り組んで
いた千里丘東の再開発が完成し、そして
西の再開発と有機的に結合することによっ
て、大きな、まちの玄関口ができるんだ
ということの従来からの市の見解からす
れば、やっぱり東だけではなしに早期に
西を完成させていくという強い決意みた
いなものを持ってもらって、準備組合の
方に１００万円なり、５０万円なりの補
助金をお渡ししてる以上はもう少し具体
的な方向性が出てこないと、今までの準

備組合に対する補助金というのは一体何
だったんだということの市民の方からの
声が出てくると思いますし、もう一方で
千里丘ガードの拡幅事業とに連動してき
てましたし、従来聞いておりますのは、
やはり千里丘のガードの拡幅の見通しが
つけば西の再開発も７０％見えてくるん
だというふうなことも聞いてました。そ
ういう点では、今度、ガードの拡幅問題
も具体的に動き出しましたし、そういう
点では千里丘西が大きく動いてくるとい
う、私たちはやっぱり期待を持っており
ましたが、でも現状は決してなっておら
ないということを考えますと、先ほど助
役の方から答弁がありましたように、早
く本組合に持っていっていただいて、そ
の措置法を受ける資格がどういうことに
なっておるのかわかりませんけれども、
組合方式、あるいはＰＦＩ方式の中で、
民間の活力も導入しながら、そういう西
の再開発も進めていくという方向性を出
していかないと、いつまでも大きな権利
者が同意をしてくれないので西の再開発
は進まないということだけでとまってお
るのでは、これはもう足踏み状態が続い
てきますので、そういう点では、今、市
が取り組もうとしているＰＦＩも大いに
取り込みながら、西の再開発を一刻も早
く完成させることによって、西と東の有
機的な結合で大きな都市核ができていく
ということで、大きな目玉になってきま
すし、南千里丘の問題は、そういう形で
千里丘、あるいは正雀がある程度見通し
も立ち、正雀のミニ再開発という形で一
定進んでいく中で、南千里丘もできるん
だという見通しが立てばそれで結構です
し、ただ二兎負うものは一兎も得ずとい
うことわざもありますように、今、４つ
５つの政策を摂津市は今、追求しておる
わけですね。そういう点では、いろいろ
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追求した結果、何もできなかったという
ことになってきますと、この１，６００
万円の調査費は一体何なんだということ
になってきますし、私は今度の新しい予
算の中でプールの廃止のあとの代替のプー
ルをどうするかということの、やっぱり
市民の大きな関心事からすれば、やはり
プールの跡地にそういうプールも含めた
公共施設をそこへ集約していくというこ
とが、まず取り組むべき課題でありまし
て、そういうことをまず最優先をしてや
りながら、あとの４つの政策について、
先ほど答弁がありましたように、財源的
な見通しは今のところ全く立っておらな
いという、これから２年間かけて財源に
ついて検討していくんだということです
けれども、大きな政策を追求する以上は、
やはり今から財源を考えるんではなしに、
ある程度その裏付けを持った上で計画、
調査をしていかないと、それこそ我々が
お金もないのに家を建てたりローンを組
むようなもんで、大変なことになってく
ると思いますし、そういう点では、市と
してある程度、財政的な面も勘案をしな
がら、そういう構想についての調査結果
を導いていくという形に持っていくべき
だと思うんですけれども、その辺のこと
について、もう一度お聞かせ願いたいと
思います。
　吹操跡地の問題は、小西部長が、今、
この場で控えたいということですから、
あえてそれ以上追求はしませんけれども、
私は、やはり基本にあるのは梅田貨物の
移転なんですから、その貨物の残り半分
の受け入れ先がはっきりしないことには
摂津市としては、環境影響評価の調査を
しても絵に書いた餅になってしまう可能
性も十分ありますし、そういう点では鉄
建公団に対して、早く受け入れ先をはっ
きりしてもらって、交渉の経過も聞かせ

てもらって、その見通しも聞く中で、こっ
ちの計画を進めていかないと、そういう
大きな問題を解決しないと、こっちばっ
かりどんどん進めてしまうということは、
私はやっぱり問題があると思いますので、
そういう点では行政として鉄建公団に対
して、我々から大阪市にもの申すという
ことはなりませんから鉄建公団に対して
半分の受け入れ先を１日も早く、はっき
りしてくれという形でやってもらわない
と、そっちの方では、全くそういう環境
影響評価の調査なんかも全くやられてお
らないはずですし、こっちばっかりやっ
ても向こうができなかったら、これ完成
しないんですからね。そういう点で、市
として鉄建公団に対して、やはり受け入
れ先をはっきりしてもらうということに
ついて、一遍、決意のほどを聞かせても
らいたいと思います。
○山本善信委員長　小野助役。
○小野助役　今回、シビックゾーンのま
ちづくり構想の調査事業の予算化をいた
しますときに、さまざまな議論をいたし
ました。その中でも大きかったのは、１
つ、この事業をやるということもわかる
けども、やはり優先順位とすれば千里丘
西であり、正雀のまちづくりではないか
という議論も確かにございました。
　この南千里丘だけに焦点を当ててまい
りますと、それでなくても疲弊しておる
正雀が置き去りになると、そういったこ
とについては、やはりできるものではな
いということも基本的に、我々、また担
当者も理解いたしております。
　したがいまして、南千里丘構想のこの
調査事業の中で、この成果品に出すとき
は、当然ながら正雀のまちづくりのあり
方というのも十分見ながら、また議会と
もご検討しながら、そういう形もまとめ
てまいりたいとも思ってますし、その方
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向性も出さなければならないというふう
にも思っております。我々、決して南千
里丘のまちづくりで、いわゆる正雀が、
より疲弊をしたということになっては、
これはあってはならないという考え方を
持っておりますので、そのときにやらな
ければならない問題は、やはり正雀のま
ちづくりということと合わせて、木村委
員のおっしゃってますような短期的に、
あそこの状況をほっておけないというの
も基本に持っておりますので、そういう
ことも含めながら、この南千里丘の問題
は慎重にやりながら、決して正雀が埋没
することのないような形で取り組みをさ
せていただきたいというようにも考えて
おります。
　それから、千里丘西の方につきまして
は、２０年にガードがあくと、そのとき
にあの地域、西の全体が見えてくると。
それで、地権者の１人の方がおっしゃっ
ておりますのは、自分の資金でやっても
いいというところまで聞かせてもらった
点がございます。ただ、そのときに申し
上げておりますのは、駅前広場と進入道
路問題は確実に市がやらなければならな
い。それで、昭和３７年に打っておりま
す都市計画の決定が若干、その変更も余
儀なくされるということも大体見えてお
ります。そういったことからいたします
と、やはり一個人のために我々の市の持っ
ている都市計画決定の変更ということは
できませんので、あくまでも今、委員の
ご指摘のように準備組合が本組合となっ
て、その中で行政が動いていくというこ
とでなければ、これは解決できないと、
そういうことを申し上げております。
　そういうことの中で、私ども過日、準
備組合の理事長ともお会いをして、その
辺の話もしておりまして、市としてはそ
ういう、本組合化されて動かれるのであ

れば市の方としても全面的に出ていきた
い、そういう個人の方ということでは出
られないので、それの理事長の今後の取
り組みについて一定の方向性ということ
をお示しいただきたいということも過日
申し上げてきた経過がございます。
　そういったことで、西の再開発につき
ましても、この特別措置法の再開発の法
律に基づいた中身の国の支援策というこ
とも十分視野に入れながら、それらの情
報提供しながら、西のまちづくりを一歩、
二歩前に進めるような取り組みを今後さ
せていただきたいというように考えてお
ります。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　大阪市の貨物２分
の１の問題がございますけども、実は昨
日の鉄道建設公団の次長が本市に来たわ
けでございます。その中で、いろいろと
環境アセスの住民説明会等の問題等も言
いながら、大阪市の２分の１を早急に明
らかにしてほしいということで強く私は
申し入れをしたわけでございます。です
から、鉄道建設公団は再度、大阪市に対
して強く申し入れをするということの話
がありましたので、それを答弁とさせて
いただきたいと思います。
○山本善信委員長　木村委員。
○木村委員　栗林理事の答弁の中で、二
灯式の信号機がつくということをおっしゃ
いましたけれども、つくんではないんで
す。まだ、つけてもらう方向で、今、警
察と交渉して、予算獲得に向けて努力を
してもらっているという段階でして、そ
ういう点では、まだつくという方向性が
はっきり出たわけではありませんので、
その辺は誤解のないようにしてもらいた
いと思います。
　それと、もう１つ、先ほど来言うてま
すように、千里丘にしろ正雀にしろ、従
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来、私鉄とかＪＲの駅のある周辺の整備
をしていこうと、やはり駅を中心にして
まちを発展させていくという形で進めて
きたわけですから、そういう点では南千
里丘というのは、これからまちづくりを
することによって、そこに部分的な連続
立体交差で駅をつくっていくと。駅をつ
くる条件は、やはりまちづくりやと。阪
急にとりましても、やはり駅をつくる以
上は、そこの乗降客がふえないと向こう
の採算性が取れませんし、そういう点で
は新駅をつくる条件はまちづくりですよ
ということをおっしゃってましたね。そ
ういう点では、従来の都市整備公団の分
譲マンション、あるいは賃貸マンション
の計画が、そのままずっと存在していく
のか。そしてまた、ダイヘンにしても用
地の協力について状況の変化がないのか。
いつまでも企業として待ってもらえるの
かどうか、その辺のことも非常に、私た
ち気にかかるところですし、いろいろ追
求をしながら、相手のあることで、相手
がその気になっておらなかったり、ある
いはまた計画が変更になって、そういう
賃貸住宅が、今、採算が取れない、ある
いは分譲住宅が売れないというようなこ
ともある状況の中で、やっぱり形そのも
のは都市公団が変わってしまうんですし、
そういう点では組織が変わることによっ
て、やはり計画も変わってくるという可
能性もあろうかと思うんです。その辺の
経過について、今でも従来の延長線上で
この計画は進んでいっているのか。ある
いは状況の変化を踏まえながら、この問
題が推移していくのか、その辺の現状の
掌握について、もう一度聞かせてもらえ
ませんか。
○山本善信委員長　小野助役。
○小野助役　今回の法律と、それから都
市基盤公団のスタンスにつきましては、

また岡田参事の方から詳しく述べたいと
思います。
　それで、１点目のダイヘンとの問題で
ございます。ダイヘンと話をしてまいり
ました中身として、この私どもの調査費
につきまして、当時から基盤公団から、
やはり一定、摂津市としての国に対する
対応を含めて予算化をしてほしいという
ことで、確か１１年、１２年、１３年ぐ
らいですか、まあ何とか予算化をしよう
と思いましたが、なかなかいろいろな状
況がございまして、私どもとして予算を
見送ってきたということでございます。
　それで、ダイヘンに今回の予算化をし
ていきたいと、非常に議会の方としても
今日の私どもの財政状況についても厳し
いけども、やはりここで一定の新しく国
も動いてくる形があるので２年間の調査
事業でやらせていただきたいと。したがっ
て、ダイヘンにおかれても、この２年間
については動いてもらったら困りますと
いうことを申し上げてまいりました。
　ただ、ダイヘンも事業集約の問題を持っ
ておられるのは事実であります。ただ、
これも社長とお会いしたんですが、この
辺のことになりますと非常に企業秘密の
点もいろいろあるみたいでございまして、
ただ、事業集約はやはりやりたいんだと
いうことは、はっきりとダイヘンも言っ
ておられました。確かに、今日のダイヘ
ン摂津事業所の形態は、ほとんど維持補
修の方に入ってきている状況だというこ
ともお聞きをいたしました。
　それで、今は主客転倒といいますが、
当時はダイヘンと公団がやっておられた
やつに行政が参加をということから相当
変わってきてるんですが、今のダイヘン
とすれば、長いことお世話になった摂津
市でございますので、摂津市がきちんと
した態度を決められるまでは、ダイヘン
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摂津事業所については一切、売却する考
え方はございません。それまで、お待ち
をいたしますということが、私とダイヘ
ンの今年に入ったときの社長との話し合
いでございます。
　こういう状況でございますので、その
ときに申し上げておったんですが、この
予算を議会でお願いをし、可決願った暁
には、一度、市長とダイヘンの社長との
トップ会談でもって、今後の考え方、ま
たダイヘンのスタンス、市のスタンスに
ついての一定の確認をさせていただきた
いということでもって、お別れをしてお
ると。今のところ、少なくとも２年間は
お待ち願いたいということでもって、ダ
イヘンとの話は終わり、そしてこの予算
の可決後には市長と社長とのトップ会談
でもって、今後のあり方を進めてまいり
たいと。また、その点につきまして、会
談後につきまして、また報告申し上げた
いというふうに思っております。
○山本善信委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　都市基盤
整備公団の現状ですけれども、昨年１１
月２７日に政府が了承しました先行７法
人の改革の方向性というものが出ており
ます。その中では都市基盤整備公団は改
革期間中、これは２００５年までと聞い
ておりますが、それまでに廃止すると。
それと、みずからの土地を取り扱う公団、
賃貸住宅の新規建設は行わない。住宅管
理については可能な限り民間委託の範囲
を拡大し効率化を図る。都市再生に民間
を誘導するため施行権限を有する法人を
設立する。この４点からの方向性が示さ
れました。
　今後の公団の事業につきましては都市
再生の位置づけなどによりまして、限定
的になる可能性はありますけれども、ま
ちづくりに対する役割というのは、先ほ

どもありましたとおり独立行政法人に引
き継がれるという形の見方もあります。
　本市における都市公団との関係ですけ
ども、今後は特殊法人改革の推移を見据
えながら十分検討してまいりたいと考え
ておりますし、ご質問の内容にありまし
た今の公団提案のまちづくりにつきまし
ては、当然、市の観点から見直していき
たいということで、今回、それも含めま
して今回のシビックゾーン周辺等のまち
づくり構想調査というのを上げさせてい
ただいている次第であります。
○山本善信委員長　木村委員。
○木村委員　最後にしますけども、今、
答弁がありましたように、国の方針とい
うのは、近年ころころと変わっていきま
すし、どういう変化をしていくかという
ことが非常に不確定であります。政権そ
のものがどうなるかわからないというよ
うな今、厳しい状況の中で、今答弁があ
りましたように賃貸住宅等についての考
え方も１８０度変わっていってますし、
そういう点ではそういう国の動き、ある
いは都市整備公団の動きを十分掌握しな
がら、先ほど助役の方から答弁がありま
したように、ダイヘンとの協議に十分整
合性を持ちながら詰めをしてもらいたい
と思います。
　正雀の駅前再開発について、１つ懸念
をしますのは、人間科学大学が従来は１
年だけでしたけれども、今年４月から２
学年が入学されてこられます。来年、再
来年ということで４年間の入学者が入ら
れますと、４学年の生徒数があそこにどっ
と入るわけで、そういう点では学校の方
も増築計画を建てられて、２学舎の建設
は計画申請されてます。そういう状況の
中で、相当やはり交通問題が大きなネッ
クになってきますし、正雀駅のタクシー
乗り場前の、あの危険な状態を４年制が
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全部満たされたときの状態がどうなるか
ということを考えますと、若干、ＪＲ岸
辺等を利用される方もいらっしゃると思
うんですけども、相当やっぱり阪急を利
用される方が多いと思うんですね。そう
いう点では、ぜひとも先ほど申し上げま
したように部分的な用地買収を進めなが
ら、それこそミニ再開発みたいな形で交
通安全対策について万全を期してもらう
ようにお願いをしておきたいと思います。
　千里丘西の再開発については、先ほど
助役の方から答弁がありましたので、今
後の経緯を十分見極めていきたいと思い
ますし、吹操跡地の問題については、小
西部長の方から答弁があって、一定の理
解はしますけれども、やはり基本的な問
題を置いといて前へ進めるということに
は、私は納得できませんし、そういう点
では大阪市の意向、あるいは鉄建公団の
いろんな意向もあろうかと思うんですけ
ど、動いてることは間違いないんですよ、
吹田の方に１００万トン持ってくる、そ
のことだけに集中をして、ほかの方は全
く放置してるということではないと思う
んです。取り組みはされているけれども、
やはりその中にいろんな地元との交渉の
こと、あるいは政治的な背景、いろんな
ことがあってなかなか表に出せない部分
があって、そういうことになっておると
思いますので、しかしこういう物事を進
めるときに、やっぱりそういう闇の部分
があっては困りますし、すべてオープン
にしてもらって、その中で我々としても
協力できるものは協力していって吹操跡
地のまちづくりを進めていくということ
になっていかないかんと思いますんで、
その辺のことについては、いろんな会合
の中で摂津市として十分その辺の我々の
意向も踏まえた発言をしてもらって、はっ
きり早く大阪市の方で方針を出してもら

うということにしてもらいたいと思いま
す。
○山本善信委員長　暫時休憩いたします。

（午後　３時１８分　休憩）
（午後　３時３０分　再開）

○山本善信委員長　休憩前に引き続き、
再開いたします。藤浦委員。
○藤浦委員　吹操問題につきまして、工
事車両の進入についての論議がございま
した。説明会では山田川沿いのところを
通るということで説明がございまして、
当時は処理場の向かい側が空き地になっ
ておったわけですけども、あそこに新し
く住宅等が建ちまして、大分この２、３
年のうちで状況も変わったということが
ございまして、かなりその地域の住民の
方から工事車両についての問題が上がっ
ているわけでございます。
　地元自治会の方でも、こういった問題
については、やっぱり、おざなりにでき
ないというふうな意向も持っておられま
して、鉄建公団に対して再度地元説明を
してほしいというふうな意向も持ってお
られるということも聞いております。
　そうした中で、先ほど答弁の中で市と
しても説明については、できる範囲の中
でやっていくというふうなことがありま
したけれども、仮にこういった自治会等
の要望に上がってきた場合、市としては
そういった説明会等を開くことが可能な
のか、開くことがあり得るのかというこ
とをご答弁いただきたいと思います。
　もう１点は千里丘西地区の市街地再開
発の補助金、今回５０万円ということで
ついておるわけですが、先ほどから助役
からも何度もご答弁がございまして、一
定わかるわけですけども、この１３年度
の予算のときには同じく補助金５０万円
についてのご答弁がありまして、平成１
４年、１５年度にかけて、第２次行財政
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改革等の関係で見直しを行うというふう
にご答弁がなされておりました。１４年
度についても５０万円が上げられている
ということで、先ほどの助役のご答弁で
すと、かなり希望的な見方ができるよう
に思うんですが、金額的にはやっぱり５
０万円でやるということでありまして、
市として一定の見直しをされた結果、１
４年度の予算についてはどういうふうな
位置づけになったのかということを答弁
願いたいと思います。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　吹田操車場跡地
におきます工事用車両の内容についてで
ございますが、特に地元要望により説明
会の開催に当たって、再度できるのかと
いうお問いでございますが、私ども鉄道
建設公団と常々協議いたしております中
では、事業者による説明につきましては
一定、今回限りでできないというふうな
お話もいただいております。そのような
状況の中で、やはり住民の満足度を保っ
ていく上におきましては、やはり行政は
何らかの形ではかかわってまいらなけれ
ばならない、これは思っております。そ
ういった関係から、行政で説明できる範
囲におきましては、我々も地元の要望が
あれば積極的に参加し、説明を行ってま
いりたい、こういうふうに考えておると
ころでございます。
　そして、千里丘西の５０万円につきま
しては、平成１３年から平成１５年まで
の第２次行政改革の中で一定、再開発の
準備組合のあり方につきまして決めてい
くという話もさせていただいております。
そういった総会の中では、地元の意向と
しては非常に、まだ準備組合を続けてい
くという意向も強うございます。むげに
本市がそれなりに、やめていただきたい
ということもなかなか言えないものでご

ざいまして、このまちづくりにつきまし
ては、あくまで地元主体でもっと取り組
まれている以上、なかなかそういった状
況も言えないということでございますが、
やはり平成１５年までには何とかのめど
を立てながら、一定、準備組合とも話を
しながら、その方向性をさらに決めてま
いりたいというふうに考えておるところ
でございます。
○山本善信委員長　藤浦委員。
○藤浦委員　順番が前後いたしますが、
さきの千里丘西地区の市街地再開発の関
係なんですけども、見直しも行われてい
るということなんですが、やはりこれま
での経緯から言いますと、先ほどもあり
ましたけども千里丘ガードが２０年には
完成するということについては、やっぱ
りこれは必要不可欠であるというふうに
私は考えるわけでございますが、市とし
てもそういう考え方はお持ちだと思うん
ですけども、今、市としてそういう準備
組合に対しまして、やはり自主性に任せ
るということではなくて計画の必要性、
まちづくりの必要性、また摂津市の玄関
という意味から何らかのアクションを起
こすことができないかのということを考
えるわけですが、先ほどとダブるかも知
れませんが、もう一度精査をしてお答え
願いたいと思います。
　それから吹操跡地の問題でございます
が、一部、全面反対ということで非常に
住民感情をあおるようなそういう勢力も
ある中で、この問題については過去の経
緯から言いまして、やっぱり条件の問題
であるというふうに私も理解しておるわ
けでございますけれども、そんな中でやっ
ぱり地域住民の方が納得していただく形
で解決することが一番大事であると思っ
ておるわけでございます。
　この工事用車両の出入口のところが、

－�55�－



ある意味では大きな問題の地域でありま
すし、全体的に言いますと意識がなかな
か薄いというふうな意味合いもございま
す。けれども、意識が薄いからといって、
そしたら環境的な、またそういう工事中
の問題等はどうでもいいのかと言えばそ
うではない。やっぱり、なかなか認識で
きない部分も踏み込んで住民のために、
ちょっとでもいいように環境整備をして、
状況を整えてやらなければいけないとい
うこともあると思います。そういった意
味でどうかこれからのこの問題につきま
しては、慎重に丁寧に扱っていただきた
いということと、それから、説明会の中
で公団の方から進入車両の件について市
の方から提案があったというふうな説明
がなされたというふうにおっしゃってま
したけども、やっぱりこういったことで
も、不適切な説明に対しては毅然として、
これは違うということをはっきりと市の
方から否定するというか、訂正をしてい
かないと、やはり誤解を招いてそれがま
た住民の不満につながって、さしずめ感
情的な反対に発展していけば、これは大
きな禍根を残すことになると思いますの
でその辺も十分配慮していただいて、こ
れからのことに当たっていただきたいと
いうことを要望させていただきたいと思
います。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　千里丘のまちづ
くりにつきましての必要性についてでご
ざいますが、そのまちづくりの必要性に
ついては、我々十分認識いたしておると
ころでございます。
　このような状況から、今後、まちづく
りを進めていく上におきましても、やは
り準備組合とも十分相談しながら、大き
な規模にするのか、中規模、小規模、い
ろいろな考え方の要素があると思われる

んですが、やはりこれは準備組合が決め
ていただかなくては、なかなかその主体
性の判断ができないということでござい
まして、今後ともそのようなまちづくり
を進めるに当たりましては、当然、千里
丘ガードも現在、２０年をめどとして取
り組まれている状況でもございますし、
これらの進捗状況を見極めながら、また
その用地買収の進捗もございますし、そ
こらの観点から、また準備組合のまちづ
くりにつきましてのあり方というのを十
分認識をしながら、さらにそういった事
業内容、手法につきましても勉強しなが
ら、一定の方向性を見いだしてまいりた
いというふうに考えております。
○山本善信委員長　藤浦委員。
○藤浦委員　最後にいたしますけれども、
そういう意味では西の再開発の必要性と
いうのは、摂津市にとっては本当に大事
な位置づけにあると思いますので、南千
里丘問題で今回、調査も行われるという
ことでございますし、どうかそういった
意義づけで、この千里丘西の再開発につ
いては、ぜひともやらなければならない
んだという、そういう意志で合わせて調
査をしていっていただくことを要望させ
ていただいて終わりたいと思います。
○山本善信委員長　ほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　以上で質疑を終わり
ます。
　暫時休憩いたします。

（午後　３時１８分　休憩）
（午後　３時３０分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。
　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　討論なしと認め、採
決いたします。
　議案第１号所管分について、可決する
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ことに賛成の方の挙手を求めます。
�（挙手する者あり）

○山本善信委員長　賛成多数。よって本
件は可決すべきものと決定いたしました。
　議案第９号所管分について、可決する
ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）
○山本善信委員長　賛成多数。よって本
件は可決すべきものと決定いたしました。
　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後　３時４２分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ
り署名する。

駅前等再開発特別委員会
委員長　　　山 本 善 信

駅前等再開発特別委員会
委　員　　　　本保加津枝
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